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選
挙
で
は
、
一
人
一
人
が
家
族
の
幸
せ
や
明
る
い

末
来
を
願
っ
て
投
票
し
て
い
る
こ
と
を
、
家
族
が
投

票
用
紙
に
乗
っ
て
街
の
上
を
飛
ん
で
い
る
と
い
う
情

景
を
使
っ
て
表
現
し
て
い
ま
す
。
緑
の
野
原
と
水
色

の
空
に
建
物
や
虹
の
色
が
映
え
、
色
彩
豊
か
で
美
し

い
ポ
ス
タ
ー
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

土
屋

恵
祐
さ
ん

静
岡
県
熱
海
市
立
多
賀
中
学
校
１
年
生
（
受
賞
当
時
）
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世
論
調
査
に
お
い
て
「
支
持
す
る
政

党
が
な
い
」
と
回
答
す
る
人
が
、
近
年
、

増
え
て
い
ま
す
。
政
党
に
対
す
る
不
信

感
が
、
彼
ら
無
党
派
層
を
増
や
す
理
由

の
一
つ
の
よ
う
で
す
。

た
だ
、
も
し
政
党
が
存
在
し
な
か
っ

た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
議
会
で
の
多
数

決
は
、
そ
の
と
き
ど
き
の
政
治
家
の
都

合
で
決
ま
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
し
、
私
た
ち
は
選
挙
で
何
を
基
準
に

投
票
し
た
ら
い
い
か
、
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

法
学
者
で
あ
り
、
自
由
党
議
員
や
駐

米
イ
ギ
リ
ス
大
使
を
務
め
る
な
ど
政
治

家
と
し
て
の
顔
も
持
っ
た
ブ
ラ
イ
ス

は
、
著
書
『
近
代
民
主
政
治
』（
一
九

二
一
年
刊
）
に
お
い
て
、
冒
頭
の
言
葉

の
後
に
、「
政
党
は
、
多
様
な
投
票
者

が
混
乱
す
る
中
で
、
秩
序
を
も
た
ら
す

存
在
で
あ
る
。」
と
続
け
て
い
ま
す
。

社
会
の
中
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

政
策
課
題
に
対
し
、
政
党
は
私
た
ち
の

関
心
を
喚
起
し
、
意
義
を
明
ら
か
に
す

る
存
在
と
い
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

選
挙
に
お
い
て
政
党
同
士
が
政
策
を
主

張
し
あ
う
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
社
会

が
抱
え
て
い
る
課
題
を
理
解
し
投
票
を

行
え
る
の
で
す
。
政
党
は
、「
現
代
政

治
の
生
命
線
」
と
し
て
大
事
な
存
在
な

の
で
す
。

支
持
す
る
政
党
が
な
い
と
答
え
る
有

権
者
が
増
え
て
い
る
状
況
を
思
う
と
、

政
党
の
役
割
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
い

ま
一
度
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

ブ
ラ
イ
ス
は
た
い
へ
ん
な
旅
行
家

で
、
公
職
を
退
い
た
後
、
世
界
各
地
を

歴
訪
し
ま
し
た
。
彼
の
報
告
書
は
、
彼

の
名
声
も
あ
っ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦

で
の
ア
メ
リ
カ
参
戦
に
影
響
を
与
え
た

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

何人もいまだ民主政治が
政党なしに行われうることを
示していない

ジェームズ・ブライス 1838年－1922年



衆
議
院
定
数
の
変
遷

明
治
二
二
年
に
大
日
本
帝
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
、

衆
議
院
と
貴
族
院
の
二
院
が
設
け
ら
れ
た
。
衆
議
院

に
関
し
て
は
、
同
年
衆
議
院
議
員
選
挙
法
が
制
定
さ

れ
、
原
則
と
し
て
一
選
挙
区
で
一
人
を
選
出
す
る
小

選
挙
区
制
が
採
用
さ
れ
た
。
総
定
数
は
三
〇
〇
。
人

口
一
三
万
人
に
議
員
一
人
を
原
則
と
し
、
例
外
と
し

て
、
一
三
万
人
前
後
の
選
挙
区
を
作
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
は
、
そ
の
二
倍
に
該
当
す
る
選
挙
区
を
作

り
、
定
数
二
人
と
し
た
。
結
果
と
し
て
、
選
挙
区
の

数
は
二
五
七
、
議
員
一
人
あ
た
り
人
口
は
一
三
万
五

千
人
で
あ
っ
た
。

明
治
三
三
年
の
改
正
で
は
大
選
挙
区
制
が
採
ら
れ

た
が
、
人
口
一
三
万
人
に
つ
き
議
員
一
人
と
い
う
原

則
は
踏
襲
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
人
口
三
万
以
上
の
市

は
す
べ
て
独
立
の
選
挙
区
と
し
、
結
果
と
し
て
、
定
数

は
三
六
九
人
と
な
っ
た
。
明
治
三
五
年
に
は
、
人
口
お

よ
び
市
の
増
加
に
伴
い
、
議
員
定
数
が
増
加
さ
れ
た
。

大
正
八
年
の
改
正
で
は
、
再
び
小
選
挙
区
制
に
改

め
ら
れ
、
郡
部
は
一
三
万
人
に
一
人
の
基
準
で
選
挙

区
が
設
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
三
万
人
以
上
の
市
は

独
立
の
選
挙
区
（
東
京
、
京
都
お
よ
び
大
阪
の
三
市

は
さ
ら
に
数
選
挙
区
に
分
割
）
と
し
、
一
区
三
人
ま

で
の
例
外
を
認
め
た
。
そ
の
結
果
、
全
国
三
七
四
選

挙
区
、
議
員
定
数
四
六
四
人
と
な
っ
た
。

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
り
、
大
正
一
四
年
の
改

正
で
二
五
歳
以
上
男
子
の
普
通
選
挙
が
実
現
し
た
。

抜
本
的
な
制
度
改
正
が
な
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
中
選
挙

区
制
が
採
用
さ
れ
た
が
、
定
数
配
分
に
つ
い
て
は
、

人
口
一
二
万
人
に
一
人
の
割
合
で
各
府
県
に
議
員
数

を
割
り
当
て
、
そ
れ
を
基
に
、
各
府
県
に
お
い
て
は
、

同
じ
基
準
で
、
郡
市
を
単
位
に
定
数
三
な
い
し
五
人

の
選
挙
区
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
全
国
一
二
二

選
挙
区
、
定
数
四
六
六
人
、
議
員
一
人
あ
た
り
人
口

は
約
一
五
万
六
千
人
と
な
っ
た
。

戦
後
の
昭
和
二
〇
年
に
は
、
女
性
参
政
権
が
賦
与

さ
れ
、
二
〇
歳
以
上
の
男
女
の
普
通
選
挙
が
実
現
し

た
。
都
道
府
県
を
単
位
と
す
る
大
選
挙
区
制
（
た
だ

し
、
定
数
一
五
人
以
上
に
つ
い
て
は
二
区
に
分
割
）

が
採
用
さ
れ
、
全
国
五
四
選
挙
区
、
定
数
は
四
六
八

4

現在、衆議院議員の定数は480人、参議院議員の定数は242人ですが、行財政改革などを理由に、定数削減の

議論が起きています。また、衆参両院とも、議員定数配分の不均衡（一票の格差）をめぐってこれまで多くの訴訟

が提起されてきましたが、最近、裁判所の判決に新たな変化が見られます。

議員定数の削減に関しては、この6月に行われた参議院選挙で、民主党は公約として衆院比例80、参院40程度

の定数削減を掲げました。自民党は衆参両院で3年後に72、6年後にさらに150の削減、みんなの党は衆院180、

参院142の削減を公約に掲げました。公明党、共産党、社民党は、比例代表の削減は民意を損ねると、強く反対し

ています。菅総理は10月1日の所信表明演説で、年内に民主党内の方針をとりまとめ、その後、与野党間で協議し、

まとめていきたいという考えを示しました。

昨年8月の第45回総選挙（小選挙区）における一票の最大格差2.30倍（選挙人数比）をめぐっては、第一審の

高裁（支部を含む）で10件中7件が「違憲」ないし「違憲状態」との判断を示しました。高裁でこれだけの違憲判

断が相次いだのは初めてであり、上告を受けた最高裁は審理を大法廷に回付しました。

平成19年の第21回通常選挙 (選挙区)における一票の最大格差4.86倍（選挙人数比）をめぐっての同年9月30

日の最高裁判決は、違憲判断はしなかったものの、現行の選挙制度の仕組み自体の見直しに言及しました。

民主主義のコストともいえる国会議員の定数とその配分について、海外の事例も見ながら考えてみたいと思います。

国
会
議
員
の
定
数
の
変
遷

特 集  国会議員の定数と配分 

 年 選挙区制 定数 備　考  
明治22年 小選挙区制 300 衆議院議員選挙法制定  
明治33年 大選挙区制 369  　 　 
明治35年 大選挙区制 381  　 　 
大正8年 小選挙区制 464  　 　 
大正14年 中選挙区制 466 男子普通選挙（25歳以上）  

昭和20年 大選挙区制 468 普通選挙（20歳以上） 
   沖縄県定数2を含む 

昭和22年 中選挙区制 466 昭和25年公職選挙法制定   
昭和28年 中選挙区制 467 奄美群島復帰により1増  
昭和39年 中選挙区制 486 定数是正19増  
昭和45年 中選挙区制 491 沖縄復帰により5増  
昭和50年 中選挙区制 511 定数是正20増  
昭和61年 中選挙区制 512 定数是正1増（8増7減）  
平成4年 中選挙区制 511 定数是正1減（9増10減）  
平成6年 小選挙区比例代表並立制 500 小選挙区300  比例代表200  
平成12年 小選挙区比例代表並立制 480 小選挙区300  比例代表180

表１ 衆議院議員定数の変遷

編
集
部
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人
（
沖
縄
県
の
定
数
二
人
に
つ
い
て
は
行
政
権
の
行

使
が
不
可
能
の
た
め
、
事
実
上
の
定
数
は
戦
前
と
同

じ
四
六
六
人
）
と
な
っ
た
。

昭
和
二
二
年
に
は
中
選
挙
区
制
に
戻
っ
た
が
、
総

定
数
は
従
前
ど
お
り
の
四
六
六
人
と
さ
れ
た
。
昭
和

二
五
年
に
は
公
職
選
挙
法
が
制
定
さ
れ
、
衆
議
院
議

員
選
挙
法
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
中
選
挙
区
制
は
変
わ

ら
ず
、
総
定
数
も
従
前
ど
お
り
の
四
六
六
人
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
八
年
に
は
、
奄
美
群
島
の
復
帰
に
伴
い
、

こ
こ
を
定
数
一
の
一
選
挙
区
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、

総
定
数
は
四
六
七
人
と
な
っ
た
。

昭
和
三
九
年
の
改
正
で
は
、
一
票
の
格
差
を
是
正

す
る
た
め
、
定
数
を
一
九
人
増
員
し
、
総
定
数
は
四

八
六
人
と
な
っ
た
。

昭
和
四
五
年
に
は
、
沖
縄
復
帰
に
伴
い
、
沖
縄
県

に
一
選
挙
区
を
設
け
、
定
数
五
人
と
し
た
こ
と
に
よ

り
、
総
定
数
は
四
九
一
人
と
な
っ
た
。

昭
和
五
〇
年
の
改
正
で
は
、
再
び
拡
大
し
た
一
票

の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
議
員
定
数
が
二
〇
人
増

員
さ
れ
、
総
定
数
は
五
一
一
人
と
な
っ
た
。

昭
和
六
一
年
に
は
三
度
目
の
定
数
是
正
が
行
わ

れ
、
議
員
一
人
あ
た
り
人
口
の
多
い
八
選
挙
区
に
お

い
て
定
数
を
そ
れ
ぞ
れ
一
人
増
員
し
、
議
員
一
人
あ

た
り
人
口
の
少
な
い
七
選
挙
区
に
お
い
て
定
数
を
そ

れ
ぞ
れ
一
人
減
ず
る
こ
と
と
さ
れ
（
八
増
七
減
）、

総
定
数
は
五
一
二
人
と
な
っ
た
。

平
成
四
年
に
は
四
度
目
の
定
数
是
正
が
行
わ
れ
、

い
わ
ゆ
る
「
九
増
十
減
」
に
よ
り
、
総
定
数
は
五
一

一
人
に
戻
っ
た
。

平
成
六
年
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
選
挙
区
制
に
代

え
て
、
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
が
導
入
さ
れ
た
。

総
定
数
に
つ
い
て
は
従
前
よ
り
一
一
人
少
な
い
五
〇

〇
人
と
し
、
そ
の
う
ち
三
〇
〇
人
を
小
選
挙
区
で
、
二

〇
〇
人
を
比
例
代
表
で
選
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

総
定
数
お
よ
び
小
選
挙
区
と
比
例
代
表
の
比
率
を
め

ぐ
っ
て
は
国
会
で
も
様
々
な
議
論
が
あ
っ
た
が
、
結

果
と
し
て
、
平
成
二
年
四
月
の
第
八
次
選
挙
制
度
審

議
会
の
答
申
と
同
じ
内
容
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

議
員
一
人
あ
た
り
人
口
は
二
四
万
七
千
人
と
な
っ
た
。

平
成
十
二
年
に
は
、
国
家
公
務
員
の
削
減
、
地
方

議
員
の
削
減
、
民
間
の
経
営
合
理
化
へ
の
取
り
組
み

な
ど
を
踏
ま
え
、
比
例
代
表
の
定
数
を
二
〇
人
削
減

し
て
、
一
八
〇
人
と
し
た
。
総
定
数
は
四
八
〇
人
と

な
っ
た
。

参
議
院
定
数
の
変
遷

昭
和
二
一
年
に
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
貴
族

院
に
代
わ
っ
て
参
議
院
が
設
置
さ
れ
た
。
昭
和
二
二

年
二
月
に
参
議
院
議
員
選
挙
法
が
成
立
し
、
議
員
定

数
は
二
五
〇
人
、
そ
の
う
ち
一
〇
〇
人
は
都
道
府
県

を
選
挙
区
と
す
る
地
方
区
で
、
一
五
〇
人
は
全
国
を

選
挙
区
と
す
る
全
国
区
で
選
出
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
。
政
府
の
当
初
案
は
、
衆
議
院
議
員
の
定
数
の
約

三
分
の
二
の
三
〇
〇
人
を
総
定
数
と
し
、
地
方
区
と

全
国
区
で
半
数
ず
つ
選
出
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た

が
、
連
合
国
総
司
令
部
（
G
H
Q
）
か
ら
削
減
の
申

し
入
れ
が
あ
り
、
結
局
、
地
方
区
一
五
〇
人
、
全
国

区
一
〇
〇
人
の
二
五
〇
人
と
な
っ
た
。

昭
和
四
五
年
の
沖
縄
復
帰
に
伴
い
、
地
方
区
に
定

数
二
の
沖
縄
県
選
挙
区
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、

地
方
区
一
五
二
人
、
全
国
区
一
〇
〇
人
、
合
計
二
五

二
人
と
な
っ
た
。

 法　律 選挙区制 定　数 備　考  

昭和22年 全国区、地方区 250 
全国区100 

   地方区150
 参議院議員選挙法制定 

 

昭和25年 全国区、地方区 250 
全国区100 

   地方区150 
公職選挙法制定 

 

昭和45年 全国区、地方区 252 
全国区100 

   地方区152 
沖縄復帰により2増 

　 

昭和57年 比例代表、選挙区 252 
比例代表100 全国区制を廃止し、拘束 

   選挙区152 名簿式比例代表制を導入  

平成6年 比例代表、選挙区 252 
比例代表100 

   選挙区152 
選挙区の定数是正（8増8減） 

 

平成12年 比例代表、選挙区 242 
比例代表96 非拘束名簿式比例代表制 

   選挙区146 に改正　定数削減（10減）  

平成18年 比例代表、選挙区 242 
比例代表96 

   選挙区146 
選挙区の定数是正（4増4減） 

表２ 参議院議員定数の変遷
昭
和
五
七
年
に
は
全
国
区
の
制
度
を
廃
止
し
、
拘

束
名
簿
式
比
例
代
表
制
度
が
採
用
さ
れ
た
が
、
比
例

代
表
の
定
数
は
従
前
の
全
国
区
の
定
数
と
同
じ
で
、

総
定
数
の
変
動
は
な
か
っ
た
。「
地
方
選
出
議
員
」

は
「
選
挙
区
選
出
議
員
」
に
改
称
さ
れ
た
。

平
成
十
二
年
に
は
比
例
代
表
選
挙
の
拘
束
名
簿
式

が
非
拘
束
名
簿
式
に
改
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
衆
議

院
と
同
様
、
総
定
数
が
四
％
（
一
〇
人
）
削
減
さ
れ
、

比
例
代
表
選
挙
九
六
人
、
選
挙
区
選
挙
一
四
六
人
の

二
四
二
人
と
な
っ
た
。
平
成
一
八
年
六
月
に
は
、
選

挙
区
選
挙
の
一
票
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
四
選
挙

区
の
定
数
を
増
や
し
、
四
選
挙
区
の
定
数
を
減
ら
す

（
四
増
四
減
）
改
正
が
行
わ
れ
た
が
、
総
定
数
に
は

変
化
は
な
か
っ
た
。



ま
ず
「
ど
ん
な
国
会
を
目
指
す
か
」
を

議
論
す
べ
き

七
月
の
参
院
選
で
は
多
く
の
党
が
、
競
う
よ
う
に

議
員
定
数
の
削
減
を
公
約
に
盛
り
込
ん
だ
。
み
ん
な

の
党
が
最
も
急
進
的
で
、
衆
院
一
八
〇
、
参
院
一
四

二
の
削
減
を
う
た
い
、
民
主
党
も
参
院
四
〇
程
度
削

減
、
衆
院
比
例
で
八
〇
削
減
と
明
記
し
た
。
ま
る
で

「
た
た
き
売
り
」
の
よ
う
と
形
容
さ
れ
た
が
（
読
売

新
聞
七
月
四
日
朝
刊
）、
増
税
論
議
も
あ
っ
た
か
ら

「
議
員
自
ら
身
を
切
る
覚
悟
」
を
示
し
た
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
だ
が
、
国
会
関
連
の
予
算
削
減
な
ら
他
に

も
方
法
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
う
少
し
丁
寧
な
議
論

が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
は
ず
だ
。

こ
う
い
う
議
論
に
ふ
れ
て
思
う
の
は
、
国
会
を
ど

ん
な
議
会
と
し
て
構
想
す
る
の
か
が
不
明
確
で
は
、

議
員
定
数
の
多
寡
も
論
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
特
に
中
心
的
な
論
点
は
、
ポ
ル
ス
ビ
ー
の
い
う

「
議
会
の
二
類
型
」
の
ど
ち
ら
を
目
指
す
か
で
あ
ろ

う
。
お
よ
そ
制
度
を
論
じ
る
以
上
、
ど
ん
な
議
会
を

目
指
す
か
の
議
論
を
抜
き
に
は
、
何
人
必
要
で
、
ど

ん
な
人
材
が
良
い
か
、
論
じ
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。

6

国
会
の
機
能
と

議
員
定
数
問
題
の
考
え
方

東
洋
大
学
法
学
部
教
授
　

加
藤

秀
治
郎

ポ
ル
ス
ビ
ー
の
類
型
な
ど
と
い
う
と
戸
惑
う
人
も

あ
ろ
う
が
、
米
国
型
議
会
と
英
国
型
議
会
の
ど
ち
ら

を
目
標
に
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
両
国
の
議
会

と
も
わ
が
国
で
は
有
名
だ
が
、
理
解
は
断
片
的
で
、

核
心
的
な
部
分
が
怪
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
基
本
に

立
ち
返
り
、
紹
介
し
て
お
く
（
ポ
ル
ス
ビ
ー
論
文
は

昨
年
、
邦
訳
さ
れ
、
加
藤
ほ
か
『
議
会
政
治
』（
慈

学
社
）
に
所
収
）。

英
国
型
議
会
―
―

ア
リ
ー
ナ
議
会
、
論
戦
の
議
会

日
本
の
国
会
は
よ
く
、「
政
府
法
案
を
通
す
だ
け
」

と
悪
く
言
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
近
い
類
型
は
、

英
国
な
ど
多
く
の
諸
国
に
存
在
し
て
き
た
。
た
だ
、

重
要
な
一
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
き
た
か
ら
、
日
本

の
国
会
は
「
無
能
論
」
を
唱
え
ら
れ
る
な
ど
、
評
判

が
悪
か
っ
た
だ
け
だ
。

英
国
型
は
、
法
案
審
議
で
与
野
党
が
討
論
す
る

「
論
戦
の
議
会
」
だ
。
与
野
党
の
戦
い
の
場
だ
と
い

う
こ
と
で
「
ア
リ
ー
ナ
（
闘
技
場
）
議
会
」
と
も
い

う
。
与
党
は
内
閣
提
出
法
案
を
通
す
の
が
最
大
任
務

で
あ
り
、
野
党
は
そ
れ
を
批
判
す
る
。
そ
の
ど
こ
に

意
味
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
国
民
の
前
で
与
野
党
が

論
戦
を
し
、
次
の
総
選
挙
の
判
断
材
料
に
し
て
も
ら

う
こ
と
だ
。

日
本
で
は
長
ら
く
政
権
交
代
の
可
能
性
が
乏
し
か

っ
た
か
ら
、「
論
戦
の
議
会
」
で
は
存
在
理
由
な
ど

感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
野
党
は
審
議
よ
り
も

一
部
の
法
案
を
阻
止
す
る
こ
と
に
存
在
意
義
を
見
出

し
、「
抵
抗
」
を
演
じ
て
き
た
。
だ
が
、
今
で
は
そ

う
で
は
な
く
、
政
権
交
代
も
生
じ
た
し
、
交
代
の
可

能
性
も
保
た
れ
て
い
る
か
ら
、
や
っ
と
英
国
型
に
近

い
議
会
が
存
在
理
由
を
持
ち
始
め
て
い
る
。

論戦の議会 

アリーナ議会 

立法作業の議会 

変換の議会 

英国 
ベルギー 
フランス 

 

ドイツ 
イタリア 

オランダ 
スウェーデン 

米　国 

＊ポルスビー論文を参考にして作成。 

図　議会の２類型
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こ
の
方
向
で
改
革
を
構
想
す
る
な
ら
、
そ
の
線
で

改
革
案
を
論
じ
、
議
員
定
数
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ

が
、
一
般
に
は
次
の
米
国
型
と
混
同
し
た
ま
ま
、
論

じ
ら
れ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。

米
国
型
議
会
―
―

立
法
作
業
の
議
会
、
変
換
の
議
会

も
う
一
つ
の
類
型
は
、
議
員
が
自
由
に
法
案
を
提

出
し
、
修
正
し
て
い
く
米
国
型
議
会
で
あ
る
。
議
員

が
立
法
作
業
を
担
う
「
立
法
作
業
の
議
会
」
だ
が
、

社
会
の
要
求
を
法
律
に
変
換
す
る
議
会
と
い
う
こ
と

で
「
変
換
の
（
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
）
議
会
」

と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
ち
ら
は
文
字
ど
お
り
の
「
立
法

府
」
の
よ
う
に
映
る
か
ら
、
日
本
の
国
会
に
も
こ
れ

と
近
い
こ
と
を
求
め
る
意
見
が
出
や
す
い
。

だ
が
、
こ
の
変
換
の
議
会
で
は
、
政
党
の
役
割
が

日
本
と
は
全
く
異
な
る
し
、
議
会
や
議
員
の
ス
タ
ッ

フ
が
実
に
多
い
な
ど
、
日
本
の
国
会
と
は
全
く
異
な

る
条
件
下
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
政
党
が
強
い
党
議

拘
束
を
か
け
る
の
で
は
、
こ
う
い
う
議
会
は
機
能
で

き
な
い
し
、
議
員
が
個
々
に
法
案
を
出
し
、
修
正
論

議
を
進
め
る
に
は
、
大
量
の
ス
タ
ッ
フ
が
不
可
欠
で

あ
る
。
米
国
で
は
議
会
ス
タ
ッ
フ
も
多
い
が
、
議
員

ス
タ
ッ
フ
は
驚
く
な
か
れ
、（
平
均
で
）
上
院
四
三

人
、
下
院
一
七
人
に
も
の
ぼ
る
。

日
本
は
衆
参
と
も
公
設
秘
書
は
三
名
で
し
か
な

く
、
こ
れ
で
何
か
実
質
あ
る
「
立
法
作
業
」
を
や
れ

と
い
う
の
は
、
無
理
で
あ
る
。
米
国
型
を
目
指
す
と

す
れ
ば
、
根
本
か
ら
国
会
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
二
類
型

を
認
識
し
て
お
く
だ
け
で
、
議
員
定
数
の
問
題
も
こ

の
辺
か
ら
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解

い
た
だ
け
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
英
国
、
米
国
の
よ
う
な
理
念
型
に
近
い

議
会
の
他
に
、
中
間
的
な
諸
国
も
あ
る
。
英
国
に
近

い
の
は
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
で
、
そ
れ
に
準
ず
る

「
準
ア
リ
ー
ナ
型
」
が
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
で
あ
る
。

逆
に
米
国
に
準
じ
る
「
準
変
換
型
」
が
オ
ラ
ン
ダ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
あ
る
（
図
参
照
）。
い
ず
れ
を
目

指
す
か
は
、
す
べ
て
選
択
の
問
題
で
あ
る
。

国
会
は
再
び
「
ね
じ
れ
」
状
態
と
な
っ
た
が
、
論

評
で
は
「
本
来
の
国
会
の
姿
」
に
戻
る
チ
ャ
ン
ス
だ
、

な
ど
と
い
う
定
型
的
表
現
が
目
に
つ
く
が
、「
本
来

の
姿
」
が
分
か
ら
な
い
の
が
日
本
の
国
会
な
の
だ
か

ら
、
基
本
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
も
の
だ
。

国
会
改
革
の
方
向
性

ま
た
い
う
ま
で
も
な
く
、
議
会
に
期
待
さ
れ
る
役

割
は
、
権
力
分
立
の
類
型
に
従
っ
て
変
わ
っ
て
く
る

か
ら
、
議
院
内
閣
制
、
大
統
領
制
の
相
違
も
無
視
で

き
な
い
。
議
院
内
閣
制
と
「
ア
リ
ー
ナ
型
」、
大
統

領
制
と
「
変
換
型
」
に
親
和
性
が
あ
る
の
は
、
特
に

説
明
し
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
日
本
は

当
面
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
な
「
準
ア
リ
ー

ナ
型
」
を
目
指
す
あ
た
り
が
現
実
的
で
あ
り
、
コ
ン

セ
ン
サ
ス
も
得
や
す
い
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考

え
て
い
る
。

議
員
立
法
や
法
案
修
正
を
行
う
に
し
て
も
、
そ
れ

は
限
定
的
に
位
置
づ
け
、
基
本
は
議
会
で
の
論
戦
に

よ
り
、
総
選
挙
で
国
民
に
政
権
選
択
し
て
も
ら
え
る

よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の

改
革
の
方
向
性
を
以
下
、
列
挙
し
、
国
会
議
員
定
数

の
問
題
の
考
え
方
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
は
、
衆
参
の
権
限
関
係
を
再
検
討
し
、
衆
院

総
選
挙
に
よ
る
政
権
交
代
が
円
滑
に
進
む
シ
ス
テ
ム

を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
さ
ほ
ど
複

雑
で
は
な
い
が
、
憲
法
五
九
条
も
か
ら
む
問
題
な
の

で
こ
こ
で
は
詳
論
し
な
い
（
拙
論
は
『
憲
法
改
革
の

政
治
学
』（
一
藝
社
）
参
照
）。

重
要
な
こ
と
な
が
ら
、
目
立
た
ず
、
議
論
さ
れ
な

い
の
は
、
国
会
の
総
コ
ス
ト
の
問
題
で
あ
る
。
議
員

の
数
は
話
が
分
か
り
や
す
く
、「
た
た
き
売
り
」
の

よ
う
な
公
約
が
出
や
す
い
の
は
そ
の
反
映
だ
が
、
国

会
議
員
一
人
に
か
か
る
コ
ス
ト
を
論
じ
る
の
な
ら
、

歳
費
ば
か
り
で
な
く
、
立
法
事
務
費
、
文
書
通
信
交

通
滞
在
費
、
秘
書
給
与
な
ど
、
全
体
と
し
て
論
じ
る

姿
勢
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
ア
リ
ー
ナ
型
」
で
は
議
員
一
人
あ
た
り
の
コ
ス
ト

が
、
総
じ
て
少
な
く
て
す
む
。
こ
の
辺
の
事
情
が
も

っ
と
知
ら
れ
れ
ば
、
単
純
に
「
議
員
を
減
ら
せ
」
と

の
主
張
で
は
な
く
、
他
の
コ
ス
ト
を
削
減
せ
よ
、
と

の
声
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
英
国
議
会
は
歳
費
も
低
く
（
日
本
の
ほ

ぼ
半
額
）、
総
じ
て
安
上
が
り
な
議
会
と
な
っ
て
い

る
。
わ
が
国
で
も
英
国
議
会
に
通
じ
て
い
る
人
か
ら
、

そ
の
慎
ま
し
さ
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
が
、
書
い
て
あ

る
も
の
は
乏
し
く
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
先

特 集  国会議員の定数と配分 
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かとう しゅうじろう

昭和24年岩手県生まれ。昭和
54年慶應義塾大学大学院法学研
究科修了後、京都産業大学講師、
同大助教授、教授を経て、平成
12年より現職。法学博士。専攻
は比較政治学、現代日本政治で、
著書に『日本の選挙』（中公新
書、平成15年）、編著に『選挙
制度の思想と理論』（芦書房、
平成10年）、『議会政治』（慈学
社、平成21年）などがある。

の
論
文
で
ポ
ル
ス
ビ
ー
が
い
ろ
い
ろ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
も
っ
て
、
英
国
議
会
が
旧
式
と
い
え
る
ほ
ど
粗
末

な
施
設
で
あ
り
、
議
員
は
劣
悪
な
条
件
の
下
で
頑
張

っ
て
い
る
様
子
を
描
い
て
い
る
の
で
、
差
し
当
た
り
、

そ
れ
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

日
本
の
国
会
議
員
は
、
英
国
な
ど
他
の
国
と
比
べ

て
も
、
議
員
数
は
そ
う
多
く
は
な
い
の
だ
か
ら
、
問

題
を
単
純
に
議
員
定
数
に
絞
ら
ず
、
論
点
を
適
切
に

設
定
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
の
上

で
、
英
国
よ
り
は
多
少
な
り
と
も
議
員
立
法
や
法
案

修
正
を
進
め
た
い
の
な
ら
、
委
員
会
の
充
実
の
た
め

に
、
適
切
な
総
定
数
は
ど
れ
く
ら
い
か
を
議
論
し
て

よ
い
。

戦
前
は
本
会
議
中
心
主
義
だ
っ
た
が
、
戦
後
は
議

院
内
閣
制
の
ま
ま
、
米
国
中
心
の
占
領
の
下
、
米
国

型
の
委
員
会
中
心
主
義
を
「
接
ぎ
木
」
さ
れ
た
の
で
、

わ
が
国
の
国
会
審
議
は
変
則
的
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
国
会
研
究
者
が
そ
ろ
っ
て
指
摘
す
る
の
は
、
審

議
時
間
が
短
い
こ
と
で
、
こ
れ
に
は
定
例
日
制
な
ど
、

多
く
の
慣
習
が
絡
ん
で
い
る
が
、
必
要
な
ら
ば
総
議

員
数
を
増
や
し
、
委
員
会
を
細
分
化
し
た
り
、
小
委

員
会
を
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
委
員
会
審
査
の

充
実
を
図
る
こ
と
な
ど
、
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

議
員
定
数
だ
け
で
な
く
、

国
会
の
総
コ
ス
ト
の
見
直
し
を

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
国
会
議
員
自
ら
身
を
切
っ
て
」

と
い
う
よ
う
な
掛
け
声
で
、
議
員
定
数
を
削
減
す
る

の
は
単
純
き
わ
ま
り
な
い
。
選
挙
の
前
に
、
説
明
抜

き
で
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
叫
ぶ
と
、
こ
う
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
が
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
、
も
う
少
し
丁
寧

な
議
論
に
論
点
を
転
換
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
も

の
だ
。
そ
の
際
に
考
え
ら
れ
る
点
を
幾
つ
か
述
べ
て

み
る
。

第
一
は
、
多
少
な
り
と
も
「
変
換
型
」
議
会
の
要

素
を
強
化
し
よ
う
と
い
う
場
合
、
政
党
や
議
員
の
活

動
を
支
援
す
る
体
制
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
議
員
は
も
っ
と
立
法
活
動
を
」
と
言
う
だ
け
で

は
済
ま
な
い
の
で
あ
る
。
秘
書
雇
用
手
当
は
、
英
国

下
院
議
員
は
常
勤
三
名
に
足
り
な
い
ほ
ど
の
額
だ

が
、
米
国
の
下
院
議
員
は
そ
の
一
〇
倍
、
上
院
議
員

は
二
〇
倍
に
も
達
す
る
（
国
会
図
書
館
調
べ
）。
こ
れ

で
は
少
し
議
員
を
減
ら
し
て
も
、
総
コ
ス
ト
は
か
え
っ

て
大
き
く
な
り
か
ね
な
い
。
十
分
な
議
論
が
必
要
だ
。

第
二
は
、
わ
が
国
で
の
議
会
活
動
支
援
体
制
の
見

直
し
で
あ
る
。
例
え
ば
、
議
員
の
お
手
盛
り
の
よ
う

に
導
入
さ
れ
、
運
用
さ
れ
て
き
た
「
政
策
秘
書
」
で

あ
る
。
名
前
は
政
策
ス
タ
ッ
フ
だ
が
、
実
態
は
か
け

離
れ
て
い
る
。
庶
務
的
ス
タ
ッ
フ
な
ら
ば
日
本
的
な

選
挙
風
土
の
下
で
は
何
人
い
て
も
キ
リ
が
な
い
。
平

成
五
年
の
導
入
だ
が
、「
仕
分
け
」
の
対
象
と
し
て
、

廃
止
を
も
含
め
再
検
討
さ
れ
て
よ
い
。

ま
た
、
現
行
の
文
書
通
信
交
通
滞
在
費
も
月
額
一

〇
〇
万
円
の
定
額
方
式
だ
が
、
使
途
を
明
確
化
さ
せ
、

実
費
弁
済
方
式
に
す
れ
ば
、
相
当
、
浮
か
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
立
法
事
務
費
（
月
額
六
五
万
円
）
は
、

会
派
＝
政
党
に
回
っ
て
い
る
が
、
文
字
ど
お
り
、
政

務
調
査
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
し
な
い
と
、
政
党
は
国

庫
補
助
と
二
重
取
り
に
な
る
（
い
ず
れ
も
大
山
礼
子

『
国
会
学
入
門
』
三
省
堂
）。

第
三
に
、
国
会
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
「
民
意
」
と

は
何
か
も
、
漠
然
と
考
え
る
場
合
ほ
ど
単
純
で
は
な

い
。
選
挙
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
は
そ
こ
に
関
わ
る
も

の
で
、
公
明
党
、
共
産
党
、
社
民
党
が
提
起
し
て
い

る
論
点
（
少
数
派
の
代
表
）
を
踏
ま
え
て
議
論
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
見
は
拙
著
（『
日
本
の
選

挙
』
中
公
新
書
）
に
譲
る
が
、
そ
れ
以
前
の
問
題
も

整
理
で
き
て
い
な
い
。

ひ
ど
い
の
は
参
議
院
で
、
選
挙
区
選
挙
だ
け
で
も
、

「
小
選
挙
区
制
」（
多
数
代
表
制
）
と
改
選
数
三
〜
五

の
旧
中
選
挙
区
制
（「
少
数
代
表
制
」）
を
併
存
さ
せ
、

顧
み
な
い
で
き
た
こ
と
は
、
深
刻
に
反
省
さ
れ
て
よ

い
。
特
に
改
選
数
二
（
単
記
制
）
の
選
挙
区
は
、
二

党
制
の
下
で
は
実
質
的
に
選
挙
競
合
の
な
い
選
挙
制

度
と
な
っ
て
お
り
、
外
国
の
学
者
な
ど
に
は
恥
ず
か

し
く
て
説
明
で
き
な
い
。「
良
識
の
府
」
を
自
称
す

る
参
議
院
に
恥
じ
な
い
制
度
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
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定
数
配
分
と

一
票
の
較
差
を
め
ぐ
る
訴
訟

一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
　

只
野

雅
人

は
じ
め
に

一
定
の
年
齢
に
達
す
れ
ば
、
だ
れ
も
が
同
じ
よ
う

に
一
票
を
も
つ
と
い
う
原
則
は
、
民
主
主
義
の
基
本

的
な
ル
ー
ル
と
し
て
、
今
日
で
は
各
国
で
広
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
。「
一
人
一
票
」
の
原
則
は
、
だ

れ
も
が
政
治
参
加
に
お
い
て
等
し
い
価
値
を
も
ち
、

同
等
の
政
治
的
影
響
力
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
だ
れ
も
が
同
じ
よ
う
に
一
票
を
も

つ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
票
の
「
重
み
」

あ
る
い
は
価
値
の
平
等
も
ま
た
、「
一
人
一
票
」
か

ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
票
の
価
値
の
平
等

に
ゆ
が
み
が
生
じ
た
ま
ま
選
挙
が
行
わ
れ
れ
ば
、

「
全
国
民
の
代
表
」
と
し
て
重
要
な
政
治
的
決
定
を

行
う
国
会
の
正
統
性
に
も
、
疑
問
符
が
つ
き
か
ね
な

い
。選

挙
区
の
画
定
や
定
数
配
分
は
、
様
々
な
考
慮
や

利
害
が
絡
む
問
題
だ
け
に
、
議
会
だ
け
で
は
投
票
価

値
の
不
均
衡
の
是
正
は
進
ま
な
い
。
そ
こ
で
、
違
憲

立
法
審
査
の
権
限
を
有
す
る
裁
判
所
の
役
割
が
重
要

と
な
る
。

以
下
で
は
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
が
投
票
価
値
の

平
等
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
き
た
の

か
、
概
観
し
て
ゆ
き
た
い
。

衆
議
院
議
員
選
挙
と
投
票
価
値
の
平
等

ま
ず
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。

一
九
七
六
年
四
月
一
四
日
、
衆
議
院
議
員
選
挙
の
投

票
価
値
の
不
均
衡
を
め
ぐ
り
、
最
高
裁
判
所
は
、
は

じ
め
て
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
当
時
の
衆
議
院
は
、

五
一
一
の
議
員
定
数
を
、
一
三
〇
の
選
挙
区
に
配
分

す
る
と
い
う
仕
組
み
（
中
選
挙
区
制
）
で
選
挙
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
仕
組
み
で
は
、
議
員
定
数
は
選
挙
区

に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
議
員
一
人
あ
た
り
の
選
挙
人

数
を
比
較
す
る
と
、
選
挙
区
間
で
最
大
で
五
倍
ほ
ど

の
較
差
が
生
じ
て
い
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
選
挙
区
割
り
と
議
員
定
数
の
配

分
に
あ
た
り
、
国
会
が
、
人
口
以
外
に
も
様
々
な
要

素
に
配
慮
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
国
会
の
裁
量
を
考
慮
し
て
も
、
較
差
は
も
は

や
憲
法
上
の
許
容
限
度
を
超
え
て
い
る
、
と
判
断
し

た
。
ど
の
程
度
の
較
差
が
あ
れ
ば
憲
法
違
反
の
問
題

が
生
じ
る
の
か
、
明
確
な
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
そ
の
後
の
一
連
の
判
決
を
み
る
と
、
お
お
む

ね
較
差
三
倍
程
度
を
目
処
に
、
違
憲
判
断
を
行
っ
て

き
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
八
五
年
七
月
一
七
日
に
も
、

最
大
四
倍
を
超
え
る
較
差
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
て
い

る
。と

こ
ろ
で
最
高
裁
に
よ
る
と
、
較
差
が
一
定
の
限

度
（
お
そ
ら
く
三
倍
程
度
）
を
超
え
る
と
、
い
わ
ば

「
違
憲
状
態
」
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
か

ら
た
だ
ち
に
定
数
配
分
規
定
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
不
均
衡
を
是
正
す
る
に
は
、
あ
る

程
度
の
時
間
が
か
か
る
。
そ
こ
で
、
国
会
に
対
し
て

一
定
の
「
合
理
的
な
是
正
期
間
」
を
認
め
、
こ
の
期

間
が
過
ぎ
て
も
国
会
が
「
違
憲
状
態
」
を
是
正
し
な

い
場
合
に
、
は
じ
め
て
定
数
配
分
規
定
が
憲
法
違
反

と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
ま
ひ
と
つ
、
定
数
配
分
規
定
が
違
憲
と
な
っ
た

場
合
、
す
で
に
「
違
憲
」
の
定
数
配
分
規
定
に
基
づ

き
実
施
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
選
挙
の
効
力
を
ど
う

す
る
の
か
、
と
い
う
難
問
が
あ
る
。「
違
憲
」
の
選

挙
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
選
挙
は
、
本
来
は
無
効

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
挙
を
無
効
と
す

れ
ば
大
き
な
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
最
高
裁

は
、
選
挙
は
「
違
法
」（
違
憲
）
で
は
あ
る
が
、
混

乱
を
避
け
る
た
め
に
無
効
と
は
し
な
い
、
と
い
う
手

法
を
採
用
し
て
い
る
。

「
一
人
別
枠
」
方
式
と
投
票
価
値
の
平
等

一
九
九
四
年
、
衆
議
院
の
選
挙
制
度
が
抜
本
的
に

改
正
さ
れ
、
新
た
に
、
小
選
挙
区
制
（
定
数
三
〇
〇
）

と
比
例
代
表
制
（
定
数
二
〇
〇
・
十
一
選
挙
区
。
そ

特 集  国会議員の定数と配分 
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の
後
一
八
〇
に
削
減
）
と
を
組
み
合
わ
せ
た
制
度
が

導
入
さ
れ
た
。
三
〇
〇
の
小
選
挙
区
（
そ
れ
ぞ
れ
が

議
員
一
名
の
み
を
選
出
す
る
）
を
新
た
に
つ
く
る
に

際
し
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
投
票
価
値
の
平
等
を
い

か
に
実
現
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

小
選
挙
区
の
区
割
り
の
新
た
な
仕
組
み
（
衆
議
院

議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
）
を
め
ぐ
っ
て
は
、

ふ
た
つ
の
点
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、

区
割
り
の
改
定
案
を
作
成
す
る
、
専
門
家
か
ら
な
る

審
議
会
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
選
挙
区
画
定

審
議
会
が
、
国
勢
調
査
の
結
果
や
人
口
の
変
動
を
考

慮
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
区
割
り
の
改
定
案
を
勧

告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
ひ
と
つ
は
、
選
挙

区
間
の
人
口
の
較
差
が
「
二
以
上
と
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
」
区
割
り
を
行
う
と
い
う

ル
ー
ル
が
、
法
律
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
憲

法
学
説
の
多
く
は
、
一
人
に
二
票
を
与
え
る
に
等
し

い
二
倍
以
上
の
較
差
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
考

え
て
き
た
。
立
法
府
で
あ
る
国
会
自
身
が
、
二
倍
原

則
を
ル
ー
ル
化
し
た
意
味
は
小
さ
く
な
い
。

し
か
し
、
小
選
挙
区
の
区
割
り
を
め
ぐ
っ
て
は
、

投
票
価
値
の
平
等
と
の
関
係
で
議
論
の
余
地
の
あ
る

ル
ー
ル
も
含
ま
れ
て
い
る
。
選
挙
区
の
画
定
は
、
ま

ず
都
道
府
県
ご
と
に
議
席
を
配
分
し
、
そ
の
上
で
さ

ら
に
、
人
口
の
較
差
が
「
二
以
上
と
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
」、
都
道
府
県
を
選
挙
区

に
分
割
す
る
、
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
る
。
問
題
に

な
る
の
は
、
都
道
府
県
に
議
席
を
配
分
す
る
ル
ー
ル

で
あ
る
。
ま
ず
、
あ
ら
か
じ
め
四
七
都
道
府
県
に
一

議
席
ず
つ
を
配
分
し
た
後
、
残
り
の
二
五
三
議
席
を

人
口
に
比
例
し
て
配
分
す
る
と
い
う
手
法
が
と
ら
れ

る
（「
一
人
別
枠
」
方
式
）。
す
べ
て
の
議
席
を
人
口

に
比
例
し
て
配
分
す
る
方
式
に
比
べ
る
と
、
一
人
別

枠
方
式
は
、
都
道
府
県
間
の
投
票
価
値
の
不
均
衡
を

拡
大
す
る
効
果
を
持
つ
。
そ
の
結
果
、
全
体
の
較
差

を
二
倍
未
満
に
抑
え
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
。「
二

倍
原
則
」
は
法
律
上
、
例
外
を
許
さ
な
い
絶
対
的
な

ル
ー
ル
で
は
な
い
が
、
当
初
か
ら
最
大
で
二
・
三
倍

ほ
ど
の
較
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

選
挙
区
間
の
較
差
だ
け
で
な
く
、
二
倍
を
超
え
る
較

差
を
生
み
出
す
要
因
と
な
る
一
人
別
枠
方
式
自
体
の

合
憲
性
も
ま
た
、
議
論
と
な
っ
て
き
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
一
九
九
九
年
一
一
月
一
〇
日
、

一
九
九
四
年
に
導
入
さ
れ
た
新
た
な
仕
組
み
に
つ
い

て
、
は
じ
め
て
憲
法
判
断
を
行
っ
た
。
判
決
は
、

「
都
道
府
県
は
選
挙
区
割
り
を
す
る
に
際
し
て
無
視

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
基
礎
的
な
要
素
の
一
つ
で
あ

り
」、
ま
た
「
人
口
流
出
地
域
の
過
疎
化
の
現
象
等
」

に
配
慮
す
る
こ
と
も
国
会
に
は
許
さ
れ
る
と
し
、
一

人
別
枠
方
式
を
合
憲
と
し
た
。
ま
た
、
二
倍
を
超
え

る
較
差
に
つ
い
て
も
、
な
お
違
憲
と
は
い
え
な
い
と

し
て
い
る
。
こ
の
判
断
は
、
そ
の
後
の
判
決
に
お
い

て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
一
部
の
裁
判
官
は
、

二
倍
を
超
え
る
較
差
、
そ
し
て
そ
の
要
因
と
な
っ
て

い
る
一
人
別
枠
方
式
の
双
方
に
つ
い
て
、
憲
法
上
の

問
題
点
を
指
摘
す
る
反
対
意
見
を
付
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
に
は
、
最
近
、
注
目
す

べ
き
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
い
わ

ゆ
る
政
権
交
代
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
も
、
投
票
価
値
の

不
均
衡
や
一
人
別
枠
方
式
の
合
憲
性
を
争
う
訴
訟

が
、
各
地
で
提
起
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
九
年

一
二
月
以
降
、
各
地
の
高
等
裁
判
所
で
、
投
票
価
値

の
不
均
衡
と
一
人
別
枠
方
式
の
違
憲
性
を
指
摘
す
る

判
決
が
相
次
い
で
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
阪
（
二

〇
〇
九
年
一
二
月
二
八
日
）、
広
島
（
二
〇
一
〇
年

一
月
二
五
日
）、
福
岡
（
三
月
一
二
日
）、
名
古
屋

（
三
月
一
八
日
）
の
各
高
裁
判
決
は
、
投
票
価
値
の

不
均
衡
と
一
人
別
枠
方
式
の
双
方
に
つ
い
て
違
憲
判

断
を
下
し
た
。
ま
た
、
東
京
高
裁
（
二
月
二
四
日
）、

福
岡
高
裁
那
覇
支
部
（
三
月
九
日
）
、
高
松
高
裁

（
四
月
八
日
）
の
各
判
決
は
、
選
挙
を
違
法
（
違
憲
）

と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
不
均
衡
が
違
憲
状
態
に

あ
る
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。

最
近
の
選
挙
で
は
、
政
権
の
選
択
が
重
要
な
争
点

と
な
っ
て
い
る
。
政
治
的
意
思
決
定
の
基
盤
で
あ
る
、

そ
れ
ぞ
れ
の
有
権
者
の
政
治
的
価
値
の
平
等
と
い
う

原
則
に
ゆ
が
み
が
生
じ
て
い
る
と
、
本
来
国
民
の
多

数
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
べ
き
政
権
が
、
実
は
少
数

の
意
見
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
批
判
も

生
じ
か
ね
な
い
。
一
連
の
違
憲
判
決
を
受
け
て
、
最

高
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る

の
か
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。

参
議
院
議
選
挙
と
投
票
価
値
の
平
等

衆
議
院
と
と
も
に
「
全
国
民
の
代
表
」
と
位
置
付

け
ら
れ
る
参
議
院
に
つ
い
て
も
、
投
票
価
値
の
不
均

衡
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
参
議
院
の
場
合
、
二
四
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二
人
の
定
数
の
う
ち
、
九
六
人
が
、
全
国
を
一
選
挙

区
と
し
て
行
わ
れ
る
比
例
代
表
選
挙
で
、
ま
た
一
四

六
人
が
、
各
都
道
府
県
を
選
挙
区
と
し
て
行
わ
れ
る

選
挙
区
選
挙
で
、
そ
れ
ぞ
れ
選
ば
れ
る
。
参
議
院
議

員
は
、
三
年
ご
と
に
半
数
ず
つ
改
選
さ
れ
る
。
そ
の

た
め
、
選
挙
区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
一
四
六
名
の
議

員
定
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
偶
数
に
な
る
よ
う
に
四
七

都
道
府
県
に
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
口
分

布
の
不
均
衡
が
大
き
い
だ
け
に
、
投
票
価
値
の
大
き

な
不
均
衡
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

一
九
八
三
年
四
月
二
七
日
の
最
高
裁
判
決
は
、
五

倍
を
超
え
る
較
差
も
違
憲
と
は
い
え
な
い
と
の
判
断

を
示
し
て
い
る
。
判
決
は
、
参
議
院
に
つ
い
て
は
憲

法
が
二
院
制
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
代
表

の
実
質
的
内
容
な
い
し
機
能
に
独
特
の
要
素
を
持
た

せ
よ
う
と
す
る
」
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
し
、「
投
票

価
値
の
平
等
の
要
求
は
、
人
口
比
例
主
義
を
基
本
と

す
る
選
挙
制
度
の
場
合
と
比
較
し
て
一
定
の
譲
歩
、

後
退
を
免
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
最

大
較
差
が
六
倍
以
上
に
ま
で
拡
大
し
た
一
九
九
二
年

の
参
議
院
議
員
選
挙
を
め
ぐ
る
判
決
（
一
九
九
六
年

九
月
一
一
日
）
で
は
、
は
じ
め
て
投
票
価
値
の
不
均

衡
が
「
違
憲
状
態
」
に
あ
る
と
、
認
定
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
国
会
に
認
め
ら
れ
た
相
当
な
是
正
期
間

は
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い
と
し
て
、
違
憲
判
断
に
は

踏
み
込
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
国
会
が
是
正
措
置
を
と
っ
た
こ
と
で
、

較
差
は
い
っ
た
ん
は
縮
小
し
た
が
、
そ
の
後
再
び
最

大
で
五
倍
前
後
ま
で
拡
大
し
て
い
る
。
最
高
裁
は
、

こ
れ
ら
の
較
差
に
つ
い
て
憲
法
に
は
違
反
し
な
い
と

の
判
断
を
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
判
決
に
は
、
較
差
を
違
憲
と
み
る
反
対
意
見

や
、
国
会
に
対
し
て
真
剣
な
是
正
の
努
力
を
厳
し
く

求
め
る
裁
判
官
の
意
見
が
、
付
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
中
で
出
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
九
月
三
〇

日
の
判
決
は
、
大
き
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。
判
決
は
、
現
状
が
、
較
差
の
是
正
を
必
要
と
す

る
ほ
ど
「
大
き
な
不
平
等
が
存
す
る
状
態
」
に
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
、「
現
行
の
選
挙
制
度
の
仕
組
み
を

維
持
す
る
限
り
、
各
選
挙
区
の
定
数
を
振
替
え
る
措

置
に
よ
る
だ
け
で
は
、
最
大
較
差
の
大
幅
な
縮
小
を

図
る
こ
と
は
困
難
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
最
高
裁
が
、

都
道
府
県
選
挙
区
と
い
う
仕
組
み
の
見
直
し
の
可
能

性
も
含
む
、
抜
本
的
是
正
に
言
及
し
た
こ
と
は
、
と

く
に
注
目
に
値
す
る
。
抜
本
的
な
是
正
に
は
あ
る
程

度
時
間
が
か
か
る
の
で
、
今
回
は
違
憲
判
断
に
は
踏

み
込
ま
な
か
っ
た
の
だ
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

二
〇
〇
七
年
の
参
議
院
議
員
選
挙
の
結
果
、
衆
議

院
と
参
議
院
と
の
間
の
「
ね
じ
れ
」
が
顕
著
と
な
っ

た
こ
と
は
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。
そ
う
し
た
な
か
、

従
来
衆
議
院
の
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ
ー
な
ど
と
揶
揄
さ
れ

て
い
た
参
議
院
が
、
実
は
政
権
の
あ
り
方
に
も
強
い

影
響
力
を
及
ぼ
し
う
る
「
強
い
」
第
二
院
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
く
わ
え
て
、
二
〇
一

〇
年
の
参
議
院
議
員
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
大
五

倍
に
も
及
ぶ
投
票
価
値
の
不
均
衡
が
是
正
さ
れ
て
い

れ
ば
、
選
挙
結
果
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

と
の
指
摘
も
、
な
さ
れ
て
い
る
（
朝
日
新
聞
二
〇
一

〇
年
八
月
二
三
日
）。
衆
議
院
だ
け
で
な
く
、
参
議

院
に
つ
い
て
も
、
選
挙
の
基
盤
の
正
統
性
が
強
く
問

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
最
高
裁
が
「
警
告
」

と
も
い
え
る
厳
し
い
判
断
を
示
し
て
い
る
だ
け
に
、

国
会
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

●プロフィール

ただの まさひと

1964年、東京都生まれ。
広島修道大学法学部専任
講師・助教授、一橋大学
法学部助教授を経て、現
職。専門は憲法学。主要
な著作として、『憲法の
基本原理から考える』
（日本評論社、2006年）、
『憲法と議会制度』（共著、
法律文化社、2008年）
など。

表　投票価値の平等をめぐる主な最高裁判決

衆議院議員選挙 

〔中選挙区制〕 

　1976年4月14日 大法廷判決 最大較差4.99倍 違憲 

　1985年7月17日 大法廷判決 最大較差4.40倍 違憲 

〔小選挙区比例代表並立制〕 

　1999年11月10日 大法廷判決 最大較差2.31倍 合憲 
 

参議院議員選挙 

　1983年4月27日 大法廷判決 最大較差5.26倍 合憲 

　1996年9月11日 大法廷判決 最大較差6.59倍 違憲状態 

 ＊最大較差は選挙人数比。1999年判決は人口比。 

特 集  国会議員の定数と配分 



分
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
議
員
定
数
配
分
は
地
域

の
政
治
的
発
言
権
や
政
党
の
勢
力
に
重
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
の
で
、
そ
の
扱
い
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が

な
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
議
員
定
数
配
分
と
そ
れ

に
と
も
な
う
格
差
が
し
ば
し
ば
深
刻
な
問
題
と
な
る

小
選
挙
区
制
を
採
用
す
る
主
要
諸
国
の
例
を
見
て
み

よ
う
。

表
２
は
、
小
選
挙
区
制
を
採
用
す
る
主
要
国
の
議

12

諸
外
国
に
見
る

議
員
定
数
と
格
差
是
正

関
西
学
院
大
学
法
学
部
教
授
　

森
脇

俊
雅

諸
外
国
に
お
け
る
議
員
定
数
配
分
　

最
近
、
議
員
定
数
や
格
差
が
し
ば
し

ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
議
員
定
数

を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
議
員
一
人
あ
た

り
の
人
口
が
問
題
と
な
る
。

表
１
は
、
主
要
八
カ
国
の
国
会
議
員

定
数
と
議
員
一
人
あ
た
り
の
人
口
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
人
口
は
総

務
省
統
計
局
『
世
界
の
統
計
　
二
〇
〇

九
』（
三
四
〜
三
九
頁
）
の
年
央
推
計
人

口
（
二
〇
〇
六
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

議
員
定
数
が
も
っ
と
も
多
い
の
が
イ
ギ

リ
ス
で
続
い
て
イ
タ
リ
ア
と
な
っ
て
お

り
、
少
な
い
の
は
カ
ナ
ダ
、
ア
メ
リ
カ

で
あ
る
。
議
員
一
人
あ
た
り
人
口
で
は

も
っ
と
も
多
い
の
が
ア
メ
リ
カ
で
続
い

て
ロ
シ
ア
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
い
の

は
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
で
あ
る
。
日

本
は
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
て

い
る
。

次
に
、
議
員
定
数
は
ど
の
よ
う
に
配

 国　　名 関与機関 再配分の間隔 許容偏差 議員数（人） 

アメリカ 州議会 10年 非常に小さく 435 

イギリス 中立的委員会 12年 できるだけ平等に 650 

インド 中立的委員会 10年 できるだけ平等に 545 

オーストラリア 中立的委員会 7年 10% 150 

カナダ 中立的委員会 10年 25% 301 

ドイツ 中立的委員会 4年 33% 622 

フランス 政府（内務省） 規定なし 20% 577

表２ 小選挙区制諸国の議員定数配分手続き

 
国　名

 議員定数 
人口（千人）

 議員１人あたり人口（千人） 

 下院 上院 合計 下院 上院 

日本 480 242 722 127,770 177 266 528 

アメリカ 435 100 535 299,398 560 688 2,994 

イギリス 650 735 1,385 60,587 44 93 82 

フランス 577 343 920 61,353 67 106 172 

ドイツ 622 69 691 82,366 119 132 1,194 

イタリア 630 315 945 58,941 62 94 187 

カナダ 308 105 413 32,649 79 106 311 

ロシア 450 166 616 142,487 231 317 858 

表１ 主要国の国会議員1人あたりの人口



員
定
数
配
分
手
続
き
の
一
覧
で
あ
る
。
な
お
、
ド
イ

ツ
の
選
挙
制
度
は
基
本
的
に
比
例
代
表
制
に
分
類
さ

れ
る
が
、
議
員
の
半
数
は
小
選
挙
区
か
ら
選
ば
れ
る

の
で
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
て
い
る
。
議
員
定
数
配

分
手
続
き
で
重
要
な
こ
と
は
、
ど
の
機
関
が
そ
れ
を

行
う
の
か
で
あ
る
。
政
治
的
な
影
響
が
大
き
い
こ
と

か
ら
、
中
立
的
第
三
者
機
関
に
委
ね
る
方
式
が
多
い

が
、
そ
の
代
表
的
な
国
が
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
イ
ン

ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
は
イ
ギ
リ
ス
の
方

式
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
治
家
が

関
与
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
の
や
り
方
で
あ
る
。
特
に

州
内
の
選
挙
は
基
本
的
に
州
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
区
割
り
に
つ
い
て
は
州
法
制
定
手
続

き
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

そ
こ
で
中
立
的
第
三
者
機
関
が
行
う
代
表
例
と
し

て
イ
ギ
リ
ス
を
、
政
治
家
が
関
与
す
る
例
と
し
て
ア

メ
リ
カ
を
以
下
に
と
り
あ
げ
て
説
明
す
る
（
注
１
）
。

イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
議
員
定
数
配
分
　

（
１
）
イ
ギ
リ
ス

イ
ギ
リ
ス
で
は
第
二
次
大
戦
中
に
中
立
的
第
三
者

機
関
に
よ
る
定
期
的
な
下
院
議
員
定
数
配
分
の
見
直

し
が
構
想
さ
れ
、
一
九
四
四
年
の
議
席
配
分
法
に
お

い
て
選
挙
区
画
委
員
会
の
設
立
が
実
現
し
た
。
同
法

で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー

ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
四
選
挙
区
画
委
員
会
が

設
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
下
院
議
長
を
委
員
長
と
す
る

委
員
会
が
定
期
的
に
議
員
定
数
配
分
を
見
直
し
、
選

挙
区
画
の
再
編
成
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
五
回
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
そ
の
間
、

委
員
数
や
見
直
し
の
間
隔
に
若
干
の
変
更
が
あ
っ
た

も
の
の
、
そ
の
手
続
き
や
権
限
は
基
本
的
に
変
わ
っ

て
い
な
い
。
下
院
議
長
は
名
目
的
で
あ
り
、
実
際
に

は
高
等
裁
判
所
判
事
を
副
委
員
長
と
す
る
三
人
の
政

治
的
に
中
立
的
な
委
員
会
が
担
当
し
、
報
告
書
を
法

務
大
臣
に
堤
出
す
る
。
そ
し
て
議
会
に
提
案
さ
れ
る
。

現
在
は
八
年
以
上
十
二
年
以
内
に
見
直
し
を
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

直
近
の
見
直
し
は
二
○
○
○
年
か
ら
二
○
○
六
年

に
か
け
て
実
施
さ
れ
、
議
員
定
数
の
再
配
分
と
選
挙

区
画
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
。
一
九
八
六
年
の
下
院

選
挙
区
法
に
よ
り
、
グ
レ
イ
ト
・
ブ
リ
テ
ン
の
選
挙

区
数
は
六
一
三
を
著
し
く
上
回
わ
ら
ず
、
ま
た
下
回

ら
な
い
と
さ
れ
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
三
五
以
上
、
北
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
は
一
六
以
上
一
八
以
下
の
選
挙
区
と
定

め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
規
定

が
な
く
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
七
一
以
上

と
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
八
年
に
こ
の
規
定

が
削
除
さ
れ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
は
政
治
的
配

慮
か
ら
人
口
規
模
に
比
較
し
て
過
大
な
議
席
が
配
分

さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
九
年
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

議
会
の
設
置
に
よ
り
下
院
で
の
過
大
代
表
の
解
消
が

は
か
ら
れ
た（
注
２
）
。

表
３
は
過
去
三
回
の
総
選
挙
時
の
選
挙
区
数
を
示

し
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の

選
挙
区
数
に
変
更
が
あ
り
、
合
計
数
も
変
わ
っ
て
い

る
。
選
挙
区
数
す
な
わ
ち
議
員
定
数
配
分
は
政
治
的

に
敏
感
な
事
柄
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
人
口
に

表３ イギリスの選挙区数

 2001年総選挙 2005年総選挙 2010年総選挙 

イングランド 529 529 533 

スコットランド 72 59 59 

ウェールズ 40 40 40 

北アイルランド 18 18 18 

合　計 659 646 650

特 集  国会議員の定数と配分 
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比
較
し
て
過
小
な
配
分
が
続
い
て
い
た
が
、
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
過

大
な
配
分
が
な
さ
れ
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
は
変
更
が
な
さ
れ
、
二

○
○
五
年
総
選
挙
よ
り
減
少
し
て
い
る
。

今
回
総
選
挙
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
定
数
が
四

議
席
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
第
五
回
見
直
し

の
際
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
選
挙
基
数
六
万
九
九
三
五

人
に
対
し
て
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
は
五
万
五
六
四
○
人
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
六
万
九
六
九
人
で
あ
り
、
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
は
六
万
九
九
三
四
人
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
議
員
総
数
が
一
定

し
な
い
、
地
域
に
よ
り
過
大
代
表
と
過
小
代
表
が
な

お
続
い
て
い
る
。



き
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
区
割
り
に
関
し
て
は
、

人
口
規
模
の
平
等
と
と
も
に
地
方
行
政
区
画
の
尊
重

や
社
会
経
済
的
一
体
性
が
求
め
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に

過
去
の
厳
し
い
人
種
差
別
の
反
省
か
ら
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
政
治
的
発
言
権
の
確
保
も
要
請
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
人
口
に
応
じ
た
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
出
身
議
員
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
選
挙
区
の
多
数
と
な
る

よ
う
な
選
挙
区
づ
く
り
が
一
九
八
〇
〜
九
〇
年
代
に

推
進
さ
れ
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
居
住
す
る
集
落
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
選
挙
区
人

口
の
多
数
を
占
め
る
よ
う
な
選
挙
区
づ
く
り
は
、
結

果
的
に
地
方
行
政
区
画
や
社
会
経
済
的
一
体
性
を
無

視
し
た
異
様
な
形
状
の
選
挙
区
の
続
出
を
も
た
ら
し

た
（
注
４
）
。

イ
ギ
リ
ス
で
格
差
が
五
倍
を
超
え
て
い
る
の
は
次

の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
政
治
的

配
慮
か
ら
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
人
口
に
比
し
て
過
小

配
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ウ

ェ
ー
ル
ズ
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
過
大
配
分
が
な

さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
各
地
域
内
の
選
挙
区
割
り
に

際
し
て
は
、
人
口
規
模
の
平
等
と
と
も
に
地
方
行
政

区
画
の
尊
重
、
社
会
経
済
的
一
体
性
、
地
形
的
要
因

な
ど
が
配
慮
さ
れ
る
。
ワ
イ
ト
島
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

南
部
の
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
名
高
い
島
で
あ
り
、
こ

れ
を
分
割
し
周
辺
部
を
含
め
て
二
つ
の
選
挙
区
を
作

る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
か
ら
、
人
口
規
模
の
多
い
選

挙
区
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
地
形
的
要
因
が
配
慮

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

14

（
２
）
ア
メ
リ
カ

ア
メ
リ
カ
の
現
行
議
席
配
分
制
度
が
確
定
し
た
の

は
二
○
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
○
年

に
現
行
の
四
三
五
議
席
と
な
っ
た
。
一
九
二
○
年
、

国
勢
調
査
に
基
づ
く
議
席
再
配
分
は
紛
糾
を
重
ね

て
、
結
局
、
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
三
○
年
、

国
勢
調
査
を
前
に
し
て
、
と
き
の
フ
ー
バ
ー
大
統
領

は
議
席
再
配
分
を
緊
急
課
題
と
し
、
議
会
に
議
席
配

分
法
の
制
定
を
強
く
要
請
し
た
。
議
会
は
国
勢
調
査

実
施
に
引
き
続
い
て
下
院
四
三
五
議
席
の
配
分
を
定

め
る
議
席
配
分
法
を
議
決
し
た
。
同
法
で
は
、
大
統

領
が
国
勢
調
査
後
に
各
州
に
配
分
さ
れ
る
議
席
数
を

議
会
に
提
示
す
る
、
議
会
が
新
た
な
配
分
案
を
可
決

し
な
い
限
り
大
統
領
の
提
示
し
た
配
分
案
が
発
効
す

る
、
と
い
う
自
動
配
分
方

式
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し

て
大
統
領
は
新
た
な
配
分

方
式
と
し
て
、
ヒ
ル
方
式

と
い
わ
れ
る
均
等
比
例
法

に
よ
る
配
分
案
を
議
会
に

提
示
し
た
。
一
九
四
○
年

国
勢
調
査
に
基
づ
く
議
席

配
分
か
ら
議
会
は
均
等
比

例
式
に
よ
る
配
分
案
を
受

け
入
れ
、
以
降
、
こ
の
方

式
が
採
用
さ
れ
て
い
る

（
注
３
）
。

ア
メ
リ
カ
は
人
口
変
動

の
激
し
い
国
で
あ
る
。
自

然
増
と
と
も
に
国
内
人
口
移
動
も
著
し
い
。
南
部
と

西
部
で
人
口
が
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
４
は

そ
の
こ
と
が
議
席
配
分
に
表
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
。
一
九
六
○
年
か
ら
の
四
○
年
間
に
東
部
と
中
西

部
に
お
い
て
議
席
数
が
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。
他

方
、
南
部
と
西
部
で
増
加
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
議
会
で
の
勢
力
、
さ
ら
に
は
大
統
領
選
挙
の

行
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
格
差
是
正

「
法
の
下
の
平
等
」
原
則
か
ら
、
一
票
の
平
等

（one
person,

one
vote

）
が
民
主
政
治
に
お
い
て

は
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
口
変
動
に
応

じ
て
議
員
数
の
再
配
分
と
選
挙
区
の
区
割
り
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
も
、
ど
の
機
関
が
そ
れ

を
行
う
の
か
が
重
要
に
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
方
式
と
ア

メ
リ
カ
方
式
が
典
型
的
で
あ
る
。

表
５
は
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
下
院
小

選
挙
区
の
最
大
格
差
を
示
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で

は
五
倍
を
超
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は

二
倍
を
下
回
っ
て
い
る
。
日
本
は
両
国
の
中
間
に
位

置
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
合
衆
国
憲
法
の
規
定
に

よ
り
各
州
が
最
低
一
議
席
を
配
分
さ
れ
る
。
人
口
の

少
な
い
州
は
一
議
席
し
か
配
分
さ
れ
ず
、
二
○
○
○

年
国
勢
調
査
に
基
づ
く
議
席
配
分
で
は
七
州
が
一
議

席
の
配
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
七
州
間
の
人
口
格
差
が

選
挙
区
間
格
差
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
各
州
へ
の
議
席
配
分
後
の
州
内

の
区
割
り
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
州
法
制
定
手
続

表４ アメリカの地域別議席配分数の推移

 東部 中西部 南部 西部 合計 

1960年 117 125 124 69 435 

2000年 92 100 145 98 435 
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もりわきとしまさ

1945年生まれ。博士（法
学）。研究分野は現代政
治理論、選挙制度、地域
政治。兵庫県明るい選挙
推進協議会会長。主な著
作として、『集団・組織』
（東京大学出版会、2000
年）、『現代政治学―展開
と課題』（芦書房、2006
年）、『政策過程』（ミネル
ヴァ書房、2010年）など。

 国名 小選挙区数
 一選挙区あたりの 

最大選挙区・最小選挙区
 

   人口または有権者数 

 

日本 300 平均人口 

  423,086人 

  （2000年国勢調査）  

 

アメリカ 435 平均人口 

  646,947人   

  （2000年国勢調査）  

    

    

    

イギリス 646 平均有権者数  

  68,697人  

  （2005年総選挙時）  

    

    

    

 

 

最大選挙区　兵庫６区 558,958人 

最小選挙区　高知１区 270,756人 

格差　2.064倍 

 

最大選挙区　モンタナ全州区 

　　　　　　902,195人 

最小選挙区　ワイオミング全州区 

　　　　　　493,782人 

格差　1.83倍 

 

最大選挙区　ワイト島選挙区 

　　　　　　107,737人 

最小選挙区　Nah-Eilenan an Iar 

　　　　　　選挙区（スコットランド） 

　　　　　　21,169人 

格差　5.09倍 

 

 

表５ 日本、アメリカ、イギリスの小選挙区における選挙区間格差（下院）

日
本
の
格
差
是
正
は
衆
議
院
選
挙
区
画
定
審
議
会

が
行
っ
て
お
り
、
中
立
的
第
三
者
機
関
が
定
期
的
に

実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
型
と
い
え
る
。

表
５
が
示
す
よ
う
に
、
最
大
格
差
は
二
倍
を
少
し
超

え
て
お
り
、
そ
の
是
正
が
二
○
一
○
年
国
勢
調
査
に

基
づ
く
区
割
り
の
課
題
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
問

題
は
地
方
行
政
区
画
の
尊
重
と
人
口
規
模
の
平
等
を

い
か
に
両
立
さ
せ
る
か
で
あ
る
。
こ
と
に
い
わ
ゆ
る

特 集  国会議員の定数と配分 

「
平
成
の
大
合
併
」
に
よ
り
自
治
体
の
面
積
が
拡
大

し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
治
体
の
区
域
を
割

ら
ず
に
人
口
の
平
等
な
選
挙
区
を
編
成
す
る
か
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
。

（
注
）

（
１
）
主
要
国
の
議
員
定
数
配
分
と
区
割
り
手
続
き
の
概
要

に
つ
い
て
は
、D

av
id
B
u
tler

an
d
B
ru
ce
C
ain
,

C
on
g
ression

al
R
ed
istrictin

g

（M
acm
illan
,
1992

）

を
参
照
。

（
２
）
イ
ギ
リ
ス
の
議
員
定
数
配
分
見
直
し
の
最
近
の
状
況

に
つ
い
て
は
、
長
富
一
暁
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
選
挙
区

割
り
に
つ
い
て
の
研
究
の
最
新
動
向
」『
日
本
選
挙
学
会

年
報
　
選
挙
研
究
No
二
六
―
一
』（
二
○
一
○
年
）
一
○

二
〜
一
一
四
頁
を
参
照
。

（
３
）
ア
メ
リ
カ
の
議
員
定
数
配
分
方
式
の
変
遷
に
つ
い
て

は
、
森
脇
俊
雅
『
小
選
挙
区
制
と
区
割
り
』（
芦
書
房
、

一
九
九
八
年
）
九
〜
三
六
頁
を
参
照
。

（
４
）
二
○
○
○
年
代
の
ア
メ
リ
カ
の
議
員
定
数
配
分
と
選

挙
区
割
り
に
つ
い
て
は
、
森
脇
俊
雅
「
二
○
○
○
年
代
の

議
員
定
数
再
配
分
と
選
挙
区
画
再
編
成
―
ア
メ
リ
カ
と
日

本
に
お
け
る
問
題
」『
法
と
政
治
』
五
八
巻
二
号
（
二
○

○
七
年
）
一
〜
三
一
頁
を
参
照
。



主
権
者
形
成
の
基
礎
と
し
て

社
会
諸
科
学
に
基
づ
く
「
見
方
・
考
え
方
」
の

修
得
を
重
視
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

確
に
教
え
る
べ
き
理
解
内
容
を
教
師
主
導
の
問
答
式

で
教
え
て
い
た
。
算
数
は
台
形
の
面
積
の
算
出
法
を

扱
っ
て
い
た
が
、
冒
頭
で
教
師
が
公
式
を
示
し
、
そ

の
後
で
な
ぜ
台
形
の
面
積
算
出
の
公
式
が
（
上
底
＋

下
底
）
×
高
さ
÷
２
な
の
か
と
問
い
か
け
、
台
形
に

補
助
線
を
入
れ
て
二
つ
の
三
角
形
か
ら
構
成
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
ち
、
台
形
の
面
積
を

求
め
る
一
〇
問
テ
ス
ト
を
行
う
。
大
抵
の
子
ど
も
は

満
点
で
あ
っ
た
が
、
二
〜
三
カ
所
間
違
っ
た
子
ど
も

も
あ
り
、
最
後
の
五
分
間
は
、
間
違
っ
た
子
に
正
解

を
導
け
た
子
ど
も
が
教
え
合
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
お
そ
ら
く
こ
の
五
分
間
が
「
協
働
学
習
」
に
当

た
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
な
ら
日
本
で
も
や
っ
て
い

る
。「
も
し
ク
ラ
ス
に
テ
ス
ト
を
全
部
間
違
え
た
子

ど
も
が
い
た
と
し
ま
す
。
わ
ず
か
五
分
間
の
子
ど
も

同
士
の
教
え
合
い
で
は
そ
の
子
の
問
題
は
解
決
し
ま

せ
ん
よ
ね
。
そ
の
場
合
は
ど
う
す
る
の
で
す
か
」
と

筆
者
が
尋
ね
る
と
、
教
師
は
「
放
課
後
に
私
が
補
習

し
ま
す
」
と
言
い
切
っ
た
。

特
別
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
？

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
学
力
総
合
一
位
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
あ

る
が
、
何
か
特
別
な
教
育
を
し
て
い
る
の
か
。
そ
こ
で

の
主
権
者
教
育
の
授
業
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
か
。
昨
年
筆
者
ら
は
こ
う
し
た
問
い
を
抱
き
、
実

際
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
第
二
の
都
市
タ
ン
ペ
レ
の
学
校

を
訪
問
し
た
。
し
か
し
驚
か
さ
れ
た
の
は
、
そ
こ
で
見

た
学
校
の
授
業
が
、
一
見
す
る
と
日
本
で
の
日
常
の

授
業
と
特
段
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
で
は
、「
子
ど
も
に
よ
る
主
体
的
な
学
び
」

と
「
学
び
の
共
同
体
」
の
理
想
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
教

育
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
訪
問
先
の
タ
ン
ペ
レ

の
大
学
の
先
生
も
「
協
働
学
習
を
大
切
に
し
て
い
る
」

と
論
じ
、
そ
れ
は
民
主
主
義
の
基
本
で
あ
る
と
言
っ

て
い
た
。
し
か
し
実
際
に
観
察
し
た
小
学
校
高
学
年

の
算
数
の
授
業
も
中
学
校
の
社
会
科
（
経
済
）
の
授

業
も
、
教
師
が
し
っ
か
り
綿
密
な
授
業
計
画
を
立
て
、

ス
ラ
イ
ド
や
資
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
い
な
が
ら
、
明

社
会
科
（
経
済
）
の
授
業
も
同
じ
よ
う
な
流
れ
の

授
業
で
あ
っ
た
。
ま
ず
教
え
る
べ
き
経
済
理
論
が
示

さ
れ
、
な
ぜ
そ
う
し
た
理
論
に
な
る
の
か
に
つ
い
て

理
由
が
具
体
事
例
を
通
し
て
説
明
さ
れ
、
最
後
に
そ

の
理
論
で
は
扱
え
な
い
例
外
事
例
が
あ
る
こ
と
を
示

し
、
そ
う
な
る
理
由
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
考
え
さ

せ
る
と
い
う
展
開
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
観
察
し
た

こ
れ
ら
の
小
中
学
校
は
、
タ
ン
ペ
レ
大
学
教
育
学
教

授
の
お
墨
付
き
の
学
校
で
あ
る
。

秘
密
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

し
か
し
、
一
見
日
本
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
こ
の

授
業
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
指
導
方
式
が
教
師
主
導
か

児
童
中
心
か
と
い
っ
た
単
純
な
二
元
論
で
捉
え
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
教
育
の
強
さ
は
、

一
回
一
回
の
授
業
で
は
な
く
、
実
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

単
位
で
見
な
い
と
理
解
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
主
権
者
教
育
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
一
連
の
流
れ
か
ら
見
る
必
要
が
あ
る
。

図
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
義
務
教
育
段
階
の
社
会

科
系
・
理
科
系
の
国
家
標
準
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
義
務
教
育
は

大
き
く
一
〜
四
年
生
の
基
礎
課
程
、
五
〜
九
年
生
の

標
準
課
程
、
七
〜
九
年
生
の
発
展
課
程
の
三
段
階
と

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
基
礎
課
程
で
は
、「
環
境
教

育
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
社
会
科
と
理
科

を
統
合
し
た
、
わ
が
国
の
生
活
科
に
近
い
直
接
体
験

型
の
教
科
で
あ
る
。
身
近
な
自
然
や
社
会
事
象
な
ど

を
体
験
的
に
学
ぶ
。
例
え
ば
、
野
山
に
入
っ
て
ど
の

よ
う
な
種
類
の
昆
虫
が
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
の
か
を

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育

第4回

東
京
学
芸
大
学
講
師
　
渡
部

竜
也
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観
察
し
た
り
、
町
に
あ
る
ダ
ム
の
仕
組
み
や
そ
の
社

会
貢
献
に
つ
い
て
調
査
し
た
り
す
る
。
こ
こ
で
は

「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ソ
ッ
ド
」
と
呼
ば
れ
る
児
童
中

心
的
な
教
授
法
も
頻
繁
に
活
用
さ
れ
る
。
こ
こ
だ
け

を
観
察
す
る
と
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
児
童
の
主
体
的

な
学
び
と
学
び
の
共
同
体
に
基
づ
い
た
授
業
の
理
想

が
あ
る
」
と
す
る
評
価
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
五
年
生
か
ら
は
「
物
理
化
学
」「
自
然

科
（
生
物
地
理
）」「
歴
史
」
と
い
っ
た
学
問
体
系
を

意
識
し
た
教
科
に
分
け
ら
れ
、
諸
科
学
が
持
つ
見
方

考
え
方
が
系
統
的
に
徹
底
し
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
（
地
理
が
自
然
科
学
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

点
も
興
味
深
い
）。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
る
の
は
、
子
ど

も
た
ち
が
理
論
や
法
則
を
確
実
に
理
解
し
活
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
筆
者
が
先
ほ
ど

紹
介
し
た
タ
ン
ペ
レ
の
授
業
は
こ
の
段
階
に
あ
る
。

さ
ら
に
七
年
生
か
ら
は
「
社
会
科
」
が
加
わ
る
。

こ
こ
で
の
社
会
科
は
、
主
権
者
形
成
を
最
終
目
的
と

し
て
、
政
治
的
経
済
的
社
会
的
諸
課
題
を
総
合
科
学

的
に
分
析
し
、
判
断
し
て
い
こ
う
と
す
る
教
科
で
あ

り
、
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
現
代
社
会
」
に
近
い
。

こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

は
、
子
ど
も
の
発
達
段
階
を
加
味
し
た
構
成
で
あ
る

と
い
え
る
。
発
達
心
理
学
者
ピ
ア
ジ
ェ
の
い
う
「
具

体
的
操
作
期
」
に
当
た
る
四
年
生
ま
で
は
地
域
の
直

接
体
験
型
学
習
を
重
視
し
、
様
々
な
経
験
を
子
ど
も

た
ち
に
積
ま
せ
る
。
や
が
て
次
の
「
形
式
的
操
作
期
」

に
入
る
と
学
問
体
系
別
に
、
理
論
や
法
則
と
い
っ
た

抽
象
概
念
を
学
ば
せ
る
。
抽
象
概
念
を
理
解
す
る
に

は
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
の
具
体
事
例
が
必
要
と
な

っ
て
く
る
が
、
子
ど
も
た
ち
は
こ
こ
ま
で
で
様
々
な

体
験
を
し
て
き
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
の
側
に

そ
う
し
た
具
体
事
例
の
引
き
出
し
が
豊
富
に
あ
り
、

そ
の
体
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
理
論
や
法
則
を

理
解
し
て
い
く
。
さ
ら
に
学
年
が
上
が
る
と
、
そ
れ

ら
の
理
論
や
法
則
を
活
用
し
て
多
角
的
な
視
点
か
ら

社
会
の
諸
課
題
の
分
析
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
賢
明
な
主
権

者
の
形
成
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
基
礎
と
し
て
、

時
間
を
か
け
て
科
学
的
な
見
方
・
考
え
方
を
修
得
さ

せ
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
さ
ら
に
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
は
進
級
に
関
し
て
、
日
本
の
よ
う
に
年
齢
が

来
た
ら
誰
で
も
学
年
が
上
が
る
「
年
齢
主
義
」
で
は

な
く
、
一
定
の
技
能
や
知
識
の
修
得
を
持
っ
て
進
級

を
認
め
る
「
修
得
主
義
」
を
採
用
し
て
い
る
。
修
得

で
き
な
け
れ
ば
留
年
も
普
通
に
あ
り
う
る
の
で
あ

る
。
先
程
の
事
例
に
あ
る
「
生
徒
間
の
教
え
合
い
」

や
「
補
習
」
も
修
得
主
義
を
前
提
と
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
あ
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
は
「
日
本

の
中
高
校
生
の
方
が
、
勉
強
時
間
に
追
わ
れ
な
く
て

済
む
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
そ
の
く
ら
い
に
勉
強
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
支
え

る
の
が
、
教
科
内
容
に
関
す
る
修
士
号
の
取
得
と
長

時
間
の
教
育
実
習
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
高
度
知

識
人
た
る
教
師
で
あ
る
。

主
知
主
義
？

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
市
民
性
教
育

た
だ
最
近
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
は
、
こ
う
し
た

主
権
者
教
育
が
少
し
主
知
主
義
的
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
他
国
と
比
較
し
て
も
必
ず
し
も
健
全
な
主
権

者
の
育
成
に
は
十
分
に
繋
が
っ
て
い
な
い
と
の
意
識

を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
近
年
で
は

「
社
会
参
加
型
学
習
」「
社
会
参
加
型
活
動
」
の
導
入

を
推
奨
し
て
お
り
、
知
的
側
面
だ
け
で
な
く
行
動
力

の
あ
る
市
民
の
形
成
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
例
え
ば
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
は
、「
国
家
青
年

参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
二
〇
〇
二
年
に
立
ち
上
げ
、

全
国
の
良
質
な
社
会
参
加
型
学
習
や
活
動
の
実
例
を

収
集
し
、
広
く
そ
の
情
報
を
国
内
の
教
師
や
関
係
者

に
伝
え
る
よ
う
な
試
み
を
始
め
て
い
る
。

次
回
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
新
た
な

試
み
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

（
わ
た
な
べ
た
つ
や
　
昭
和
五
一
年
生
ま
れ
、
平
成
一
七
年
よ
り

現
職
、
専
門
は
、
社
会
科
教
育
学
、
公
民
教
育
学
）
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〝
地
域
主
権
〞
の
登
場

そ
う
し
た
中
、
民
主
党
政
権
の
誕
生
は
、
地
方
分

権
の
進
展
に
大
き
な
期
待
を
抱
か
せ
た
。
二
一

年
の
衆
院
選
で
民
主
党
が
掲
げ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

（
政
権
公
約
集
）
で
は
、「
明
治
維
新
以
来
続
い
た
中

央
集
権
体
制
を
抜
本
的
に
改
め
、『
地
域
主
権
国
家
』

へ
と
転
換
す
る
」
と
強
調
し
、
①
中
央
政
府
は
国
レ

ベ
ル
の
仕
事
に
専
念
す
る
、
②
地
方
政
府
が
地
域
の

実
情
に
あ
っ
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う

に
す
る
、
③
地
域
の
産
業
を
再
生
し
、
雇
用
を
拡
大

す
る
―
な
ど
抜
本
的
な
分
権
政
策
を
展
開
す
る
こ
と

を
示
し
た
。

鳩
山
首
相
（
当
時
）
も
二
一
年
一
〇
月
二
六
日
、

国
会
の
所
信
表
明
演
説
で
「
地
域
の
こ
と
は
地
域
に

住
む
住
民
が
決
め
る
、
活
気
に
満
ち
た
地
域
社
会
を

つ
く
る
た
め
の
『
地
域
主
権
』
改
革
を
断
行
す
る
。

国
の
縛
り
を
極
力
少
な
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地

域
で
頑
張
っ
て
い
る
住
民
が
主
役
と
な
り
う
る
、
そ

ん
な
新
し
い
国
づ
く
り
に
向
け
て
全
力
で
取
り
組

む
」
と
強
調
。
地
方
分
権
を
政
策
の
重
要
テ
ー
マ
に

据
え
る
方
針
を
示
し
同
年
十
一
月
、
政
府
内
に
地
域

主
権
戦
略
会
議
を
設
置
し
た
。

戦
略
会
議
は
首
相
を
議
長
と
し
て
関
係
閣
僚
や
知

事
、
有
識
者
ら
で
構
成
。
地
域
主
権
に
向
け
た
方
策

を
検
討
し
、
二
二
年
六
月
二
二
日
、
地
域
主
権
戦
略

大
綱
を
閣
議
決
定
し
た
。

戦
略
大
綱
で
は
、
地
域
主
権
改
革
に
つ
い
て
「
日

本
国
憲
法
の
理
念
の
下
に
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
、

地
方
公
共
団
体
が
自
主
的
か
つ
総
合
的
に
広
く
担
う

よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
が
自
ら
の
判
断

従
」
か
ら
「
対
等
・
協
力
」
へ
と
大
き
く
カ
ジ
を
切

り
、
自
治
体
が
処
理
す
る
事
務
は
す
べ
て
「
地
方
公

共
団
体
の
事
務
」
と
な
り
、
機
関
委
任
事
務
と
さ
れ

て
い
た
事
務
の
大
半
は
自
治
事
務
と
法
定
受
託
事
務

に
再
編
さ
れ
た
。
地
方
自
治
は
こ
の
分
権
改
革
で
大

き
く
歩
み
を
進
め
た
が
、
こ
の
後
、
風
向
き
が
変
わ

る
。
そ
れ
が
「
三
位
一
体
改
革
」
だ
。

流
れ
変
え
た
三
位
一
体
改
革

「
三
位
一
体
改
革
」
は
、
一
三
年
四
月
に
発
足
し
た
小

泉
政
権
が
掲
げ
た
「
聖
域
な
き
構
造
改
革
」
の
目
玉

で
、「
地
方
に
出
来
る
こ
と
は
地
方
に
」
と
い
う
改
革

の
理
念
を
具
現
化
す
る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

三
位
一
体
改
革
自
体
は
、
①
国
庫
補
助
負
担
金
の

廃
止
・
縮
減
、
②
税
財
源
の
移
譲
、
③
地
方
交
付
税

―
の
三
つ
を
一
体
的
に
見
直
そ
う
と
い
う
も
の
で
、

地
方
側
が
長
年
求
め
て
い
た
課
題
で
も
あ
っ
た
。
し

か
し
、
一
四
年
度
に
実
施
さ
れ
た
改
革
は
、
地
方
に
と

っ
て
衝
撃
的
な
結
果
と
な
っ
た
。
こ
の
改
革
で
は
、

六
六
〇
〇
億
円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、

国
庫
支
出
金
は
一
兆
三
〇
〇
億
円
削
減
。
そ
れ
に
加

え
、
国
か
ら
地
方
に
財
源
を
移
転
す
る
地
方
交
付
税
な

ど
が
約
二
兆
九
千
億
円
削
減
さ
れ
、
地
方
の
財
政
は

か
つ
て
な
い
ほ
ど
逼
迫
す
る
事
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。

地
方
税
収
が
伸
び
な
い
中
で
、
分
権
改
革
の
名
の

下
に
行
わ
れ
た
三
位
一
体
改
革
は
「
国
の
支
出
を
削
減

す
る
と
い
う
、
単
な
る
財
政
改
革
へ
の
衣
替
え
」（
自

治
体
関
係
者
）
に
終
わ
っ
た
の
が
実
態
で
、
そ
の
後
、

地
方
財
政
は
再
び
配
慮
さ
れ
る
形
と
は
な
っ
た
が
、こ

の
財
政
改
革
優
先
は
、
機
関
委
任
事
務
廃
止
か
ら
続

い
た
分
権
論
議
に
冷
水
を
浴
び
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。

地
域
主
権
改
革
が
正
念
場
を
迎
え
て
い
る
。
民
主

党
政
権
の
「（
改
革
の
）
一
丁
目
一
番
地
」
と
位
置
付

け
ら
れ
る
が
、
具
体
論
が
進
む
に
つ
れ
省
庁
の
壁
も
高

く
立
ち
は
だ
か
る
。
地
域
が
変
わ
れ
ば
国
も
変
わ
る

だ
け
に
、地
域
主
権
改
革
の
成
り
行
き
が
注
目
さ
れ
る
。

国
と
地
方
の
関
係
を
変
え
た
分
権
改
革

地
域
主
権
改
革
の
現
状
を
理
解
す
る
前
に
、
こ
れ

ま
で
の
分
権
改
革
の
流
れ
を
ざ
っ
と
お
さ
ら
い
し
よ
う
。

国
と
地
方
自
治
体
は
、
か
つ
て
「
上
下
・
主
従
」
の

関
係
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
象
徴
が
「
機

関
委
任
事
務
」
で
、
国
が
自
治
体
の
首
長
に
対
し
法

律
に
基
づ
い
て
事
務
の
処
理
を
委
任
し
て
い
た
。
機

関
委
任
事
務
と
さ
れ
た
事
務
は
、
あ
く
ま
で
も
「
国
の

事
務
」
で
、
地
方
自
治
体
固
有
の
事
務
で
は
な
か
っ
た
。

地
方
自
治
体
と
は
い
い
な
が
ら
、
国
の
指
揮
監
督

の
下
に
事
務
を
行
う
こ
の
制
度
は
、
中
央
集
権
体
制

と
い
わ
れ
た
日
本
の
行
政
シ
ス
テ
ム
の
中
核
で
、
租
税

総
額
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
な
ど
と
と
も
に
、
自

治
体
固
有
の
事
務
が
三
割
程
度
し
か
な
い
こ
と
か
ら

「
三
割
自
治
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
た
由
縁
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
機
関
委
任
事
務
は
第
一
次
分
権
改
革
の

成
果
で
も
あ
る
平
成
十
二
年
四
月
施
行
の
地
方
分
権

一
括
法
で
廃
止
。
国
と
地
方
の
関
係
は
「
上
下
・
主

地
域
主
権
改
革
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と
責
任
に
お
い
て
地
域
の
諸
課
題
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
改
革
」
と
位
置
付
け
、

二
四
年
夏
を
目
途
に「
地
域
主
権
推
進
大
綱（
仮
称
）」

を
策
定
す
る
こ
と
な
ど
を
掲
げ
て
い
る
。

衣
を
変
え
た
分
権

自
民
党
政
権
時
代
に
進
め
ら
れ
て
い
た
「
地
方
分

権
」
が
、
民
主
党
政
権
に
な
り
「
地
域
主
権
」
と
姿
を

変
え
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

一
般
的
に
国
家
に
は
、
一
つ
の
国
の
中
に
強
力
な

権
限
を
持
つ
地
方
政
府
と
統
一
国
家
を
代
表
す
る
中

央
政
府
が
存
在
す
る
場
合
と
、
中
央
政
府
が
大
き
な

権
力
を
持
つ
形
態
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
単
一
国
家
に

は
変
わ
り
は
な
い
が
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
関

係
は
大
き
く
異
な
る
。
前
者
の
場
合
は
米
国
の
よ
う

な
連
邦
国
家
が
代
表
だ
が
、
連
邦
政
府
、
つ
ま
り
中

央
政
府
の
権
限
は
地
方
政
府
か
ら
移
譲
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
範
囲
外
の
こ
と
は
地
方
政
府
の
管
轄
と
な

る
。
米
国
の
場
合
、
州
が
憲
法
も
制
定
し
て
お
り
、

強
大
な
権
限
を
保
有
し
て
い
る
。

「
地
域
主
権
」
と
い
う
と
こ
の
よ
う
な
国
家
を
連
想

し
が
ち
だ
が
、
民
主
党
政
権
が
唱
え
て
い
る
地
域
主

権
は
こ
の
よ
う
な
連
邦
国
家
で
は
な
い
。
戦
略
大
綱

で
も
「
国
と
地
方
が
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

関
係
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
域
の
自
主
的
判
断

を
尊
重
し
な
が
ら
、
国
と
地
方
が
協
働
し
て
『
国
の

か
た
ち
』
を
つ
く
る
。『
補
完
性
の
原
則
』
に
基
づ

き
、
住
民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共

団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
」
な
ど
と
し

て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
現
行
の
体
制
を
維
持
し
た
上

で
の
権
限
の
移
譲
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
地

方
分
権
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。

出
先
機
関
、
一
括
交
付
金
で
難
航
も

で
は
今
後
、
地
域
主
権
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向

か
う
の
だ
ろ
う
か
。
大
き
な
方
向
と
し
て
は
、
①

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
見
直
し
と
条
例
制
定
権
の
拡

大
、
②
基
礎
自
治
体
（
市
町
村
）
へ
の
権
限
移
譲
、

③
国
の
出
先
機
関
の
原
則
廃
止
、
④
ひ
も
付
き
補
助

金
の
一
括
交
付
金
化
、
⑤
直
轄
事
業
負
担
金
の
廃
止
、

⑥
地
方
政
府
基
本
法
の
制
定
（
地
方
自
治
法
の
抜
本

見
直
し
）、
⑦
自
治
体
間
連
携
・
道
州
制
―
な
ど
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
〇
月
に
召
集
さ
れ
た
臨
時
国
会
に
は
、
全
国
知

事
会
長
ら
地
方
六
団
体
の
ト
ッ
プ
と
閣
僚
が
国
の
政

策
に
つ
い
て
企
画
段
階
か
ら
議
論
す
る
「
国
と
地
方

の
協
議
の
場
」
設
置
法
案
、
自
治
体
の
仕
事
を
中
央

省
庁
が
法
令
で
縛
る
「
義
務
付
け
」
な
ど
を
見
直
す

地
域
主
権
推
進
一
括
法
案
、
地
方
自
治
法
改
正
案
の

「
地
域
主
権
関
連
三
法
案
」
が
焦
点
と
な
る
。
菅
首

相
は
臨
時
国
会
で
の
成
立
を
目
指
す
考
え
だ
。
し
か

し
関
連
三
法
が
成
立
し
て
も
「
国
の
出
先
機
関
の
原

則
廃
止
」「
補
助
金
の
一
括
交
付
金
化
」
な
ど
課
題

は
山
積
し
て
い
る
。

前
原
国
交
相
（
当
時
）
は
七
月
三
〇
日
の
記
者
会

見
で
「
基
礎
自
治
体
の
上
に
都
道
府
県
が
必
要
な
の

か
。
そ
う
い
う
議
論
を
避
け
て
出
先
機
関
の
見
直
し

だ
け
を
行
う
の
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
分
権
の
議
論

と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ
、
出
先
機
関
の
廃
止
・
縮

小
論
を
け
ん
制
し
て
い
る
。
国
交
省
は
地
方
整
備
局

に
約
二
万
一
千
人
の
職
員
を
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
整
備
局
が
〝
強
大
〞
な
権
限
を
持
っ
て
い
る
。

地
方
に
権
限
を
移
す
に
は
、
そ
れ
な
り
の
受
け
皿
が

必
要
だ
と
い
う
の
が
同
省
の
理
論
だ
。

ま
た
「
ひ
も
付
き
補
助
金
」
の
一
括
交
付
金
化
も
、

各
省
庁
の
抵
抗
が
予
想
さ
れ
る
。
一
〇
月
七
日
に
開

か
れ
た
政
府
の
地
域
主
権
戦
略
会
議
で
は
、
来
年
度

予
算
の
概
算
要
求
で
二
二
一
件
、
約
三
兆
三
千
億
円

を
計
上
し
た
投
資
関
係
補
助
金
の
う
ち
、
省
庁
が
容

認
し
た
一
括
交
付
金
化
は
三
件
、
二
八
億
円
に
と
ど

ま
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

国
の
出
先
機
関
の
廃
止
も
一
括
交
付
金
化
も
、
官

僚
が
政
治
の
〝
本
気
度
〞
を
見
極
め
な
が
ら
進
め
て

い
る
の
が
実
態
で
、
地
域
主
権
改
革
を
進
め
る
に
は

政
治
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
と
な
る
。

菅
首
相
を
は
じ
め
政
府
が
ど
う
取
り
組
む
か
が
、
地

方
自
治
の
将
来
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
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表　最近の主な地方分権の動き

 年（平成）月  内　　容 

12年  4月  地方分権一括法施行 

13年  6月  地方分権推進委員会最終報告 

 7月 地方分権改革推進会議発足 

14年10月 地方分権改革推進会議意見 
　　　　　 （事務・事業のあり方） 

15年  6月  地方分権改革推進会議意見 
 　　　　　　（三位一体改革） 

16年  5月  地方分権改革推進会議意見 
 　　　　　　（行政体制の整備など） 

17年12月 第28次地方制度調査会答申 
　　　　　 （地方の自主性・自立性の拡大など） 

18年  2月  第28次地方制度調査会答申 
　　　　　 （道州制のあり方） 

 12月 地方分権改革推進法成立 

 年（平成）月  内　　容 

19年  4月  地方分権改革推進委員会発足 

 11月 地方分権改革推進委員会 
　　　　　 （中間的なとりまとめ） 

20年  5月  地方分権改革推進委員会第1次勧告 

 9月 地方分権改革推進委員会意見 
　　　　　 （道路・河川の移管に伴う財源） 

 12月 地方分権改革推進委員会第2次勧告 

21年  4月  地方分権改革推進委員会意見 
　　　　　 （国直轄事業負担金） 

 10月 地方分権改革推進委員会第3次勧告 

 11月 地方分権改革推進委員会第4次勧告 

 同月 地域主権戦略会議設置 
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 学校 氏　名 都道府県 学校名・学年 

小学校 柴田  紗季 千葉県 市川市立菅野小学校1年 

　 �橋  桃菜 愛媛県 西条市立小松小学校2年 

　 山田  隼人 愛知県 名古屋市立平田小学校3年 

　 杉  侑加 鹿児島県 出水市立江内小学校4年 

　 加藤  活代 宮城県 大崎市立敷玉小学校5年 

　 松本  茉李南 熊本県 宇城市立当尾小学校6年 

中学校 永島  莉奈 群馬県 沼田市立沼田南中学校1年 

　 川口  理沙 愛媛県 新居浜市立南中学校1年 

　 太田  有紗 東京都 墨田区立向島中学校2年 

  中学校 杉山  美樹 愛知県 知多市立知多中学校2年 

　 大和田  綾子 栃木県 栃木市立大平中学校3年 

　 木佐森  里沙 静岡県 県立浜松西高等学校中等部3年 

高等学校 藤綱  莉沙 兵庫県 県立龍野北高等学校1年 

　 榎並  美夢 鹿児島県 県立隼人工業高等学校1年 

　 石神  かおり 岐阜県 県立岐阜総合学園高等学校2年 

　 益田  藍子 香川県 県立高松工芸高等学校2年 

　 松本  美穂 和歌山県 県立星林高等学校3年 

　 里内  美沙 香川県 県立高松工芸高等学校3年 

 学校 氏　名 都道府県 学校名・学年 

 

が
ら
全
体
で
は
昨
年
度
に
比
べ
応
募
学
校
が
三
六

〇
校
、
応
募
者
が
四
〇
四
一
人
減
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
都
道
府
県
別
の
応
募
者
数
で
は
二
〇
都

県
で
増
加
し
、特
に
東
京
都
で
は
一
一
九
六
人
の
、

福
岡
県
で
は
五
五
六
人
の
増
加
が
見
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
高
校
生
の
応
募
者
数
は
、
わ
ず
か
で

は
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
増
加
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、
明
る
い
選
挙
推
進

協
議
会
の
委
員
が
作
品
募
集
の
依
頼
の
た
め
に
学

校
を
訪
問
し
た
り
、
審
査
員
に
加
わ
る
な
ど
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
一
次
審
査
は
市
区
町
村
で
、
第
二
次
審
査
は

都
道
府
県
で
行
わ
れ
、
中
央
審
査
が
一
〇
月
二
二

日
、
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
（
東
京
）
で
行
わ
れ

ま
し
た
。
中
央
審
査
に
は
全
国
か
ら
、
発
想
豊
か

で
、
し
っ
か
り
し
た
構
成
の
九
四
八
点
の
力
作
が

集
ま
り
ま
し
た
。
審
査
委
員
長
に
文
部
科
学
省
の

村
上
尚
徳
教
科
調
査
官
（
美
術
）
を
迎
え
、
文
部

科
学
大
臣
・
総
務
大
臣
賞
（
連
名
）
一
八
作
品
、

財
団
法
人
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
会
長
・
都
道
府

県
選
挙
管
理
委
員
会
連
合
会
会
長
賞
（
連
名
）
六

一
作
品
を
決
定
し
ま
し
た
。
大
臣
賞
と
会
長
賞
に

は
表
彰
状
と
副
賞
を
贈
り
、
中
央
審
査
出
品
者
全

員
に
記
念
品
を
贈
り
ま
し
た
。

な
お
、
大
臣
賞
作
品
と
会
長
賞
作
品
は
、
明
る

い
選
挙
推
進
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（w

w
w
.akaruisenkyo.or.jp

）。

財
団
法
人
明
る
い
選
挙
推
進
協
会
と
都
道
府
県

選
挙
管
理
委
員
会
連
合
会
は
、
全
国
の
小
学
校
、

中
学
校
、
高
等
学
校
の
児
童
、
生
徒
を
対
象
に
、

今
回
で
第
六
二
回
目
と
な
る
平
成
二
二
年
度
明
る

い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
し
ま

し
た
。

コ
ン
ク
ー
ル
の
目
的
は
、
明
る
い
選
挙
を
実
現

す
る
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
を
描
く
こ
と
で
、
将
来
の

有
権
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
選
挙
、
政
治
へ
の
関

心
を
持
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
を
作
る
こ
と
で

す
。児
童
生
徒
は
作
品
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
選
挙
っ
て
な
に
」、
そ
し
て
「
明
る
い
選
挙
っ
て

な
ん
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。
教
師
や
親

も
、
選
挙
や
明
る
い
選
挙
に
つ
い
て
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
全
国
各
地
で

応
募
作
品
の
展
示
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
の
で
、
一

般
の
有
権
者
や
プ
レ
有
権
者
に
対
す
る
「
明
る
い

選
挙
」
の
啓
発
手
法
と
し
て
も
効
果
の
大
き
い
も

の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
明
る
い
選
挙
推
進
協
会

と
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
連
合
会
が
主
催

し
、
全
国
の
都
道
府
県
選
挙
管
理
委
員
会
お
よ
び

市
区
町
村
選
挙
管
理
委
員
会
が
共
催
者
と
な
り
、

文
部
科
学
省
、
総
務
省
お
よ
び
全
国
の
教
育
委
員

会
の
後
援
を
い
た
だ
い
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
の
応
募
学
校
数
は
九
〇
六
四
校
で
、
応

募
者
数
は
一
三
万
六
八
九
五
人
で
し
た
。
残
念
な

｢明るい選挙啓発ポスターコンクール｣

大臣賞決定

文部科学大臣・総務大臣賞（18人）
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都道府県

 応募学校数 応募者数 応募者数の増減（22‐21年度） 

 小学校 中学校 高等学校 計 小学校 中学校 高等学校 計 小学校 中学校 高等学校 計 

北海道 30 28 0 58 170 535 0 705 －22 －8 0 －30  

青森県 14 22 5 41 71 269 45 385 8 －17 16 7  

岩手県 91 41 7 139 1,643 379 73 2,095 －88 －129 －28 －245  

宮城県 126 65 4 195 311 659 21 991 －80 82 2 4  

秋田県 16 23 2 41 142 137 10 289 2 36 6 44  

山形県 103 60 3 166 974 1,240 15 2,229 －128 192 －2 62  

福島県 58 50 5 113 160 375 29 564 －48 －73 16 －105  

茨城県 296 146 7 449 1,936 1,711 20 3,667 53 －209 －2 －158  

栃木県 246 112 7 365 1,664 1,041 19 2,724 26 160 9 195  

群馬県 219 150 6 375 2,833 5,058 187 8,078 －202 28 44 －130  

埼玉県 305 150 6 461 6,521 2,406 48 8,975 －147 －298 －31 －476  

千葉県 258 92 10 360 1,256 1,281 16 2,553 －124 267 7 150  

東京都 412 279 27 718 8,683 8,441 497 17,621 885 232 79 1,196  

神奈川県 125 84 4 213 1,713 747 9 2,469 137 －181 －34 －78  

山梨県 90 54 6 150 2,050 1,717 52 3,819 －86 －105 45 －146  

長野県 171 54 4 229 3,684 764 22 4,470 －369 －294 2 －661  

新潟県 37 22 2 61 272 202 11 485 59 92 11 162  

静岡県 198 135 19 352 1,693 1,712 290 3,695 82 －43 78 117  

富山県 54 52 4 110 225 556 62 843 －129 －303 16 －416  

石川県 29 24 5 58 69 135 60 264 10 8 －58 －40  

福井県 71 47 1 119 623 1,481 10 2,114 －37 －64 5 －96  

岐阜県 95 53 2 150 805 481 35 1,321 78 －80 －69 －71  

愛知県 733 320 16 1,069 7,466 8,847 300 16,613 －209 －649 －231 －1,089  

三重県 74 44 2 120 814 1,036 15 1,865 112 230 －1 341  

滋賀県 27 26 2 55 123 446 12 581 －162 －350 12 －500  

京都府 104 45 6 155 1,586 649 97 2,332 －14 －43 53 －4  

大阪府 148 80 6 234 3,751 3,357 198 7,306 －566 －584 －17 －1,167  

兵庫県 310 163 18 491 3,002 3,801 254 7,057 －296 －431 10 －717  

奈良県 54 34 3 91 359 517 58 934 －277 －86 30 －333  

和歌山県 15 21 6 42 348 102 84 534 53 －64 4 －7  

鳥取県 12 17 1 30 37 94 51 182 －65 33 51 19  

島根県 12 20 3 35 286 335 6 627 113 22 3 138  

岡山県 42 41 2 85 83 302 12 397 －14 －61 －37 －112  

広島県 79 47 10 136 1,501 903 198 2,602 89 70 122 281  

山口県 61 43 5 109 225 436 15 676 75 145 0 220  

徳島県 109 56 5 170 593 1,060 20 1,673 －234 －11 6 －239  

香川県 114 49 3 166 673 839 99 1,611 －102 －153 2 －253  

愛媛県 152 71 11 234 758 716 50 1,524 35 165 5 205  

高知県 9 17 1 27 159 242 6 407 50 33 6 89  

福岡県 171 90 12 273 6,886 6,134 248 13,268 43 561 －48 556  

佐賀県 76 55 6 137 539 689 60 1,288 －277 －252 －1 －530  

長崎県 39 32 4 75 204 229 54 487 125 －2 10 133  

熊本県 47 24 2 73 122 223 7 352 －33 19 5 －9  

大分県 41 38 5 84 599 763 63 1,425 －2 246 －40 204  

宮崎県 72 40 3 115 345 265 76 686 55 －205 18 －132  

鹿児島県 39 26 4 69 147 589 22 758 3 103 －32 74  

沖縄県 25 34 7 66 384 938 32 1,354 －179 －286 －29 －494  

合計 5,609 3,176 279 9,064 68,488 64,839 3,568 136,895 －1,797 －2,257 13 －4,041  

21年度 5,867 3,268 289 9,424 70,285 67,096 3,555 140,936 

増減 －258 －92 －10 －360 －1,797 －2,257 13 －4,041

平成22年度（第62回）明るい選挙啓発ポスターコンクール　応募状況
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（
労
働
者
党：

Ｐ
Ｔ
）。
二
〇
〇
三
年
一

月
か
ら
大
統
領
を
務
め
、
貧
困
層
へ
の

生
活
援
助
な
ど
中
間
層
の
拡
大
を
図
る

政
策
等
に
よ
っ
て
多
く
の
国
民
の
支
持

を
得
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
選
挙
は
三

選
と
な
る
た
め
立
候
補
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
後
継
の
ジ
ル
マ
・
ル
ウ
セ
フ
氏

（
Ｐ
Ｔ
、
女
性
）
は
、
第
一
回
の
投
票
で

は
過
半
数
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
一
〇
月
三
一
日
に
行

わ
れ
た
決
選
投
票
で
ジ
ョ
ゼ
・
セ
ラ
氏

（
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
民
主
党：

Ｐ
Ｓ
Ｄ
Ｂ
）

を
破
り
、
当
選
し
ま
し
た
。

副
大
統
領
は
、
大
統
領
と
ペ
ア
（
同

一
の
名
簿
）
で
選
出
さ
れ
、
大
統
領
に

支
障
が
あ
る
場
合
は
代
行
し
、
空
位
の

場
合
は
残
任
期
間
を
継
承
し
ま
す
。

議
会連

邦
議
会
は
、
上
院
と
下
院
の
二
院

制
で
す
。

上
院
の
定
数
は
八
一
名
で
、
任
期
は

八
年
。
各
州
お
よ
び
連
邦
区
か
ら
、
国

民
の
直
接
選
挙
に
よ
り
各
三
人
が
選
出

さ
れ
ま
す
（
中
選
挙
区
）。
四
年
ご
と
に

三
分
の
一
ま
た
は
三
分
の
二
が
改
選
さ

れ
、
今
回
の
選
挙
で
は
三
分
の
二
が
改

選
さ
れ
ま
し
た
。

下
院
の
定
数
は
五
一
三
名
で
、
任
期

は
四
年
。
州
・
直
轄
領
・
連
邦
区
単
位

の
非
拘
束
名
簿
式
に
よ
る
比
例
代
表
制

で
選
出
さ
れ
ま
す
。

予
算
案
や
法
案
は
両
院
の
議
決
が
必

要
で
、
上
院
・
下
院
は
対
等
と
い
え
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
権
限
を
有
し

て
い
ま
す
。
下
院
は
大
統
領
や
副
大
統

領
等
の
弾
劾
手
続
き
の
開
始
、
会
計
報

告
書
の
入
手
等
、
上
院
は
大
統
領
や
副

大
統
領
等
の
背
任
罪
で
の
起
訴
・
裁
判
、

高
位
公
務
員
の
選
任
の
承
認
等
の
権
限

を
有
し
て
い
ま
す
。

選
挙
ア
ラ
カ
ル
ト

投
票
は
一
八
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
の

国
民
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
希

望
す
れ
ば
一
六
〜
一
七
歳
、
七
〇
歳
以

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
も
い
ち
早
く

経
済
を
立
て
直
し
、
高
い
経
済
成
長
を

続
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
。
二
〇
一
四
年
の
サ

ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
、
一
六
年

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
も
決
ま
り
、

世
界
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

一
〇
月
三
日
、
大
統
領
を
は
じ
め
、

連
邦
上
・
下
院
議
員
、
州
知
事
、
州
議

員
を
選
出
す
る
、
四
年
に
一
度
の
大
が

か
り
な
国
政
・
地
方
選
挙
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

大
統
領
制

大
統
領
は
国
家
元
首
で
、
行
政
府
の

長
を
兼
ね
て
お
り
、
国
会
が
議
決
し
た

法
案
に
拒
否
権
を
有
す
る
な
ど
、
大
き

な
政
治
権
限
を
持
っ
て
い
ま
す
。
任
期

は
四
年
で
、
憲
法
に
よ
り
三
選
が
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
国
民
の
直
接
投
票
に

よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
第
一
回
投
票
で
有

効
投
票
の
過
半
数
を
獲
得
し
た
候
補
者

が
い
な
い
場
合
は
、
上
位
二
者

に
よ
る
決
選
投
票
が
行

わ
れ
ま
す
。現

在
の
大
統

領
は
二
期
目
の

ル
ー
ラ
大
統
領

上
の
国
民
も
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
非
識
字
者
は
一
九
八
五
年
か
ら
任

意
投
票
）。
そ
の
た
め
、
投
票
を
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
有
権
者
の
投
票
率
は
極

め
て
高
く
、
九
〇
％
を
超
え
る
程
で
す
。

理
由
な
し
に
棄
権
す
る
と
、
パ
ス
ポ

ー
ト
の
取
得
が
困
難
に
な
る
な
ど
の
罰

則
が
あ
り
、
選
挙
に
行
か
な
か
っ
た
国

民
は
そ
の
理
由
を
申
告
す
る
義
務
を
負

っ
て
い
ま
す
。

投
票
は
、
前
回
の
総
選
挙
（
二
〇
〇

六
年
）
か
ら
電
子
投
票
（
候
補
者
の
顔

写
真
と
名
前
を
確
認
し
て
ボ
タ
ン
を
押

す
方
式
）
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
背
景
に
は
、
非
識
字
者
が
多
い
こ
と

や
、
投
票
箱
の
す
り
替
え
な
ど
開
票
に

ま
つ
わ
る
数
々
の
不
正
の
存
在
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
投
票
も
ス
ム

ー
ズ
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

非
識
字
者
は
、
憲
法
に
よ
り
被
選
挙

権
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
選
挙
検
察
庁
が
選
挙
裁
判
所
に
異

議
を
申
し
立
て
た
候
補
者
に
は
、
中
学

校
卒
業
証
明
書
の
提
出
か
候
補
者
の

「
学
力
テ
ス
ト
」
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

投
票
日
当
日
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
販

売
や
提
供
は
い
っ
さ
い
禁
止
さ
れ
ま
す
。

ブ
ラ
ジ
ル
の
選
挙
事
情

ブ
ラ
ジ
ル
の
選
挙
事
情

●ブラジリア

連邦議会議事堂



全国各地の啓発活動を
レポートします。
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を
紐
で
帯
か
ら
吊
る
す
留
め
具
と
し
て

使
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
、

デ
ザ
イ
ン
が
あ
り
、
現
代
で
も
美
術
品

と
し
て
人
気
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
し

じ
み
や
あ
さ
り
の
貝
殻
に
和
風
の
布
を

縫
い
付
け
て
作
り
ま
し
た
。
学
生
五
人
、

推
進
委
員
、
選
管
書
記
が
集
ま
り
、
五

〇
〇
個
作
成
し
、
一
〇
月
九
・
一
〇
日

に
開
催
さ
れ
た
区
民
ま
つ
り
や
、
十
一

月
六
日
に
開
催
さ
れ
た
大
学
祭
で
配
布

し
ま
し
た
。

愛
宕
地
区
明
推
協
は
、
若
年
層
と
と

も
に
考
え
て
行
動
す
る
啓
発
活
動
が
必

要
だ
と
考
え
、
戸
板
女
子
短
大
と
の
協

働
に
よ
る
活
動
を
模
索
し
、
今
回
の
ス

ト
ラ
ッ
プ
が
そ
の
第
一
弾
と
し
て
実
現

し
ま
し
た
。

大
学
で
の
イ
ベ
ン
ト
（
神
奈
川
県
）

神
奈
川
県
で
は
平
成
一
九
年
度
か
ら

「
か
な
が
わ
選
挙
カ
レ
ッ
ジ
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
学
生
が
神
奈
川
県
明
推

協
の
実
習
生
と
し
て
一
年
間
、
学
園
祭

出
前
事
業
等
を
企
画
・
体
験
す
る
も
の

で
、
二
二
年
度
は
九
人
が
、
五
月
二
一

日
に
任
命
書
を
交
付
さ
れ
、
活
動
を
開

始
し
ま
し
た
。

五
月
に
参
院
選
の
「
指
定
病
院
等
に

お
け
る
不
在
者
投
票
」
の
書
類
の
発
送

作
業
を
体
験
し
ま
し
た
。
六
月
に
神
奈

川
大
学
の
講
義
に
参
加
す
る
形
で
行
わ

れ
た
出
前
事
業
の
補
助
を
し
ま
し
た
。

出
前
事
業
で
は
、
選
挙
に
関
す
る
説
明
、

投
票
用
紙
や
本
物
の
投
票
箱
、
集
計
機

器
を
使
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
歴
代
大
統
領

を
候
補
者
と
し
た
模
擬
投
票
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
同
月
、
県
立
新
城
高
校
で
行

わ
れ
た
参
院
選
模
擬
投
票
で
は
、
実
習

生
が
模
擬
投
票
の
趣
旨
、
投
票
の
流
れ
、

候
補
者
や
政
党
な
ど
を
選
ぶ
材
料
を
テ

ー
マ
に
話
し
ま
し
た
。
事
前
準
備
で
は
、

見
や
す
く
、
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る

た
め
に
、
ど
こ
に
資
料
を
配
置
し
、
ど
う

い
う
流
れ
で
説
明
し
て
い
く
か
な
ど
徹

底
的
に
話
し
合
い
ま
し
た
。
七
月
に
は

参
院
選
の
街
頭
啓
発
と
し
て
、
横
浜
そ

ご
う
正
面
入
口
前
広
場
で
ウ
ェ
ッ
ト
テ

ィ
ッ
シ
ュ
や
う
ち
わ
を
配
布
し
ま
し
た
。

一
〇
月
二
三
・
二
四
日
、
茅
ヶ
崎
市

に
あ
る
文
教
大
学
で
行
わ
れ
た
啓
発
イ

ベ
ン
ト
に
、
県
明
推
協
委
員
、
県
選
管

書
記
、
茅
ヶ
崎
市
明
推
協
委
員
、
茅
ヶ

崎
市
選
管
書
記
と
と
も
に
参
加
し
ま
し

た
。
年
代
別
投
票
率
の
推
移
を
表
し
た

パ
ネ
ル
の
展
示
、
本
物
の
投
票
箱
を
使

っ
た
模
擬
投
票
、
選
挙
ク
イ
ズ
、
め
い

す
い
く
ん
の
着
ぐ
る
み
に
よ
る
啓
発
活

動
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
な
ど
を
行

い
ま
し
た
。

萌
え
キ
ャ
ラ
（
福
島
県
）

一
〇
月
三
〇
日
に
投
票
が
行
わ
れ
た

福
島
県
知
事
選
挙
で
、
萌
え
キ
ャ
ラ
が

登
場
し
ま
し
た
。
名
前
は
福
島
未
来
さ

ん
。
短
大
を
卒
業
し
て
、
今
年
の
四
月

に
福
島
県
職
員
に
採
用
さ
れ
て
選
管
に

配
属
さ
れ
た
二
〇
歳
の
女
性
と
い
う
設

定
で
す
。
ポ
ス
タ
ー
、
チ
ラ
シ
な
ど
で
、

「
福
島
の
未
来
を
一
緒
に
創
ろ
う
」
と

呼
び
か
け
ま
し
た
。

根
付
ス
ト
ラ
ッ
プ
（
東
京
都
港
区)

港
区
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
は
区

内
六
地
区
ご
と
に
活
動
し
て
い
ま
す

が
、
愛
宕
地
区
で
は
地
区
内
に
あ
る
戸

板
女
子
短
期
大
学
服
飾
芸
術
科
の
学
生

と
協
働
し
て
、
啓
発
グ
ッ
ズ
と
し
て
根

付
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
作
成
し
ま
し
た
。

根
付
（
ね
つ
け
、
ね
づ
け
）
は
、
江

戸
時
代
以
降
、
煙
草
入
れ
、
印
籠
な
ど

福
島
県
萌
え
キ
ャ
ラ

かながわ選挙カレッジ　文教大学での啓発イベント

根付ストラップ

根付ストラップ作り
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編集・発行　●財団法人 明るい選挙推進協会

〒102-0076 東京都千代田区五番町14番地国際中正会館７階　TEL03-6380-9891 FAX03-5215-6780
〈ホームページ〉http://www.akaruisenkyo.or.jp/ 〈メールアドレス〉akaruisenkyo@mua.biglobe.ne.jp

編 集 協 力　●株式会社 公職研

●特集のテーマは、「国会議員の定数と配分」です。国会議
員の定数削減が国会論議のテーマとなっています。現在衆
参あわせて722人。「多すぎるのではないか」「いや民意を
細やかに汲み取るに必要な人数だ」「自ら身を削るべきで
はないか」など多くの意見が交わされています。配分に関
しては、昨年の衆院選での一票の格差について、最高裁大
法廷で審理されることになっています。この夏の参院選に
ついては、各地の高裁に選挙無効訴訟が起こされ、審理が
進んでいます。定数と配分の問題の全体像と海外の取り組

編　集　後　記
みなどについて、憲法学、そして政治学専攻の3人の大学
教授にご執筆いただきました。

●明るい選挙啓発ポスターコンクールの結果をお知らせしま
した。約13万7千人もの小中高校生と、教師と家庭をも巻
き込む、とても大きな、そして恒常的な啓発事業です。今
後、各地で開催されるポスター展により、多くの有権者、
子どもたちの目に触れることになるでしょう。
●次号は、平成23年1月中下旬に発行する予定です。

協会からのお知らせ ■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■パンフレット「Voters graffiti（ボーターズグラフィティ）」
DVD「うるまでるびの GO! GO! 明るい社会」―――
協会は、成人式などで配布していただくため、パンフレット「Voters graffiti」と、DVD「うるまでるびのGO!

GO! 明るい社会」を制作しました。

Voters graffitiはＡ５判32頁、若者に人気の雑誌「東京グラフィティ」の制作協力により、街頭インタビューな

どで集めた20歳代の若者の考えを、顔写真とともに紹介します。昨年発行して好評をいただきましたが、内容を

一新し、さらにパワーアップしました。今年の新成人の数は120万人台だと思われますが、市区町村選管から約70

万部の配布希望がありました。

DVD「うるまでるびの GO! GO! 明るい社会」は、かわいらしいキャラクターたちが、きれいな絵と楽しい音楽

で、社会問題をテーマにゆかいでためになる会話を繰り広げます。おしりかじり虫で有名なクリエイタ―のうる

までるびさんによるアニメで、１話約３分20秒の６話構成です。選挙をテーマに昨年度制作した「GO! GO!選挙」の

第２弾です。「GO! GO! 選挙」は、そのキャラクターと音楽、振付がネット上で大きな反響をよび、アレンジ版が多

数生みだされ、視聴回数はオリジナル版だけでも累計147万回を超えています。約36万部の配布希望がありました。

■藍綬褒章―――
平成22年秋の褒章で、明るい選挙推進運動に長年尽力されてこられた方々が、藍綬褒章を授与されました。

■寄附禁止規定周知のリーフレットとポスター―――
協会は、年末年始の贈答シーズンの時機を捉え、寄附禁止規定を周知するリーフレットとポスターを制作しま

した。きれいな政治、金のかからない政治の実現と選挙の公正の確保をめざした「政治家の寄附禁止のルール」

は、社会一般に着実に浸透してきているものの、継続して啓発を行っていく必要があります。12月上旬に市区町

村選管にお届けする予定です。各種施設での配布や回覧、掲示にご協力いただきますようお願いいたします。

〈裏表紙の紹介〉

「一番いけないのは無関心でいること。最近の若い人は自分の好きなこと以外に無関心すぎる。自分の思いを一票入れ

たら、何か変わるかも」
このポスターは、昨年度配布しました新有権者向けのパンフレット「Voters graffiti」に掲載した、27歳の会社員 （当
時）、佐々木綾乃さんの作品です。

 氏　名 職　　　名 氏　名 職　　　名 

小山  カネ  七戸町明るい選挙推進協議会委員（青森県） 
稲葉  昌子  田舎館村明るい選挙推進協議会会長（青森県） 
熊谷  富夫 宮城県明るい選挙推進協議会会長 
須藤  良一  にかほ市明るい選挙推進協議会会長（秋田県） 
小林  昭子 元  新座市明るい選挙推進協議会副会長（埼玉県） 
蜂谷  淳子  元 佐倉市明るい選挙推進協議会会長（千葉県） 
神山  　な  昭島市明るい選挙推進協議会委員（東京都） 
門脇  彩子 相模原市明るい選挙推進協議会委員 
河竹  惠津子  元 美和町明るい選挙推進協議会委員（愛知県） 

森田  昭二  柏原市明るい選挙推進協議会委員（大阪府） 
仲尾  八重子  高石市明るい選挙推進協議会副会長（大阪府） 
嵜  芙蓉子 兵庫県明るい選挙推進協議会副会長 

井上  千惠子 鳥取県明るい選挙推進協議会委員 
梅田  峯男  三次市明るい選挙推進協議会会長（広島県） 
宇山  久子 徳島県明るい選挙推進協議会連合会副会長 
椋本  正子 徳島市明るい選挙推進協議会副会長（徳島県） 
伊藤  重行 福岡県明るい選挙推進協議会副会長 
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